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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1)　連結経営指標等

 

回次 第212期 第213期 第214期 第215期 第216期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 （百万円） 71,887 76,370 65,289 70,865 73,315

経常利益又は経常損
失(△)

（百万円） 3,054 383 △3,529 3,541 4,444

当期純利益又は当期
純損失(△)

（百万円） 765 △3,374 △28,827 4,747 3,822

包括利益 （百万円） － △2,324 △28,012 3,316 6,534

純資産額 （百万円） 42,915 40,173 11,796 13,261 22,320

総資産額 （百万円） 104,937 105,487 82,944 86,938 87,259

１株当たり純資産額 （円） 276.35 256.64 67.06 77.32 121.80

１株当たり当期純利
益金額又は当期純損
失金額(△)

（円） 5.26 △23.24 △198.52 32.70 25.76

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額

（円） 5.26 － － － 24.07

自己資本比率 （％） 38.2 35.3 11.7 12.9 23.2

自己資本利益率 （％） 1.9 － － 45.3 24.3

株価収益率 （倍） 59.5 － － 4.9 7.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 10,757 △4,332 2,657 2,379 7,844

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △5,375 △5,521 △2,094 △2,127 △1,744

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △3,433 7,654 2,977 △2,906 △3,525

現金及び現金同等物
の期末残高

（百万円） 3,480 1,822 5,463 2,172 4,649

従業員数 （名） 2,184 2,509 1,988 1,878 1,800

(ほか、平均臨時
雇用人員)

 (376) (356) (339) (339) (376)
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第213期及び第214期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額及び株価収益率については、１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。また、第215期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　第213期及び第214期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
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(2)　提出会社の経営指標等

 

回次 第212期 第213期 第214期 第215期 第216期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 （百万円） 48,428 48,463 39,647 44,357 46,557

経常利益又は経常損
失(△)

（百万円） 1,137 △582 △1,720 1,753 5,385

当期純利益又は当期
純損失(△)

（百万円） △558 △3,713 △28,860 1,416 6,197

資本金 （百万円） 15,074 15,074 15,074 15,074 1,000

発行済株式総数       

　普通株式 （株） 162,682,420 162,682,420 162,682,420 162,682,420 162,682,420

　Ａ種種類株式 （株） － － － － 2,500

純資産額 （百万円） 39,068 36,116 7,434 8,375 18,672

総資産額 （百万円） 92,261 88,356 75,141 80,932 78,005

１株当たり純資産額 （円） 269.17 248.70 51.20 57.69 110.85

１株当たり配当額       
　普通株式 （円） 2.5 2.5 － － －

（１株当たり
中間配当額）

（円） (－) (－) (－) (－) (－)

　Ａ種種類株式 （円） － － － － 32,917.8

１株当たり当期純利
益金額又は当期純損
失金額(△)

（円） △3.83 △25.58 △198.74 9.76 42.12

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額

（円） － － － － 39.02

自己資本比率 （％） 42.3 40.9 9.9 10.3 23.9

自己資本利益率 （％） － － － 17.9 45.8

株価収益率 （倍） － － － 16.4 4.5

配当性向 （％） － － － － －

従業員数 （人） 1,012 988 822 472 462

(ほか、平均臨時
雇用人員)

 (200) (223) (210) (116) (121)
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第212期、第213期及び第214期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額、株価収益率及び配当性向につ

いては、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。また、第215期の潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　第212期、第213期及び第214期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
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２ 【沿革】

明治20年(1887)　東京製綱会社(資本金７万円　東京府麻布区)創立

　　　　　　　　本邦初のマニラ麻ロープ製造を開始

　　26年(1893)　商法制定により社名を現在の東京製綱株式会社に改める

　　29年(1896)　東京株式取引所に上場

　　39年(1906)　小倉工場(ワイヤロープ製造)設置

大正14年(1925)　川崎工場(ワイヤロープ・麻ロープ製造)設置

昭和26年(1951)　研究所設置

　　39年(1964)　東洋製綱株式会社(ワイヤロープ製造)を合併し、泉佐野工場を設置

　　43年(1968)　東京製綱繊維ロープ株式会社(繊維索網製造)設立

　　45年(1970)　川崎工場を移転拡張し、土浦工場(鋼索鋼線、道路安全施設等製造)を設置

　　45年(1970)　東京製綱スチールコード株式会社(スチールコード製造)設立

　　46年(1971)　大阪ロープ工業株式会社(ワイヤロープ製造)を合併

　　56年(1981)　アメリカ　ケンタッキー州ダンビル市にATR Wire & Cable Co., Inc.(スチールコード及びビード

ワイヤ製造)設立

　　60年(1985)　日鐵ロープ工業株式会社(ワイヤロープ製造)を合併

平成13年(2001)　トーコーテクノ株式会社(土木建築工事)を設立

　　14年(2002)　小倉工場におけるワイヤロープの生産を停止、閉鎖

　　15年(2003)　ATR Wire & Cable Co., Inc.が米国連邦破産法チャプター11の会社更生手続を申請し清算

　　　　　　　　泉佐野工場を堺工場に集約

　　16年(2004)　中国江蘇省江陰市に江蘇双友東綱金属製品有限公司(橋梁用ワイヤの製造)設立

　　17年(2005)　東京製綱海外事業投資株式会社(海外事業への投資)設立

　　　　　　　　中国江蘇省常州市に東京製綱(常州)有限公司(スチールコード製造)を設立

　　18年(2006)　東京製綱ベトナム有限責任会社(エレベータロープの製造)設立

　　22年(2010)　中国江蘇省常州市に東京製綱(常州)機械有限公司(ワイヤソー製造)を設立

　　24年(2012)　東京ロープエンジニアリング有限会社を設立(在モスクワ)

東京製綱(香港)有限公司(鋼索・鋼線の販売)を設立
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社26社及び関連会社６社で構成され、鋼索鋼線、スチールコード、開発製品、その他

(産業機械、粉末冶金製品、石油製品等)の製造販売及び不動産賃貸を主な事業内容とし、さらに各事業に関連する物

流、加工及びその他のサービス活動を展開しております。

当社グループの事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

 
鋼索鋼線関連　　　： 当社が製造販売するほか、子会社東京製綱繊維ロープ㈱、赤穂ロープ㈱、関連会社東洋製綱

㈱ほかが製造販売しており、一部は当社及び子会社㈱東綱ワイヤロープ東日本、東綱ワイヤ

ロープ販売㈱で仕入れて販売しております。

スチールコード関連： 当社が販売するほか、子会社東綱スチールコード㈱、東綱機械㈱、東京製綱(常州)有限公

司、東京製綱(常州)機械有限公司が製造販売しております。

開発製品関連　　　： 安全施設、鋼構造物等を当社が製造販売するほか、子会社東綱橋梁㈱、関連会社ベカルト東

綱メタルファイバー㈱が製造販売しており、一部は当社で仕入れて販売しております。土木

建築工事は子会社トーコーテクノ㈱ほかで行っております。

不動産関連　　　　： 当社にて店舗施設等の不動産賃貸を行っております。

その他　　　　　　： 産業機械は子会社長崎機器㈱が製造販売しております。粉末冶金製品は子会社日本特殊合金

㈱が製造販売しております。石油製品、化学製品等は子会社東綱商事㈱ほかで販売しており

ます。
 

事業の系統図は次のとおりであります。
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主要な連結子会社、非連結子会社、持分法適用関連会社及び関連会社は次のとおりであります。

連結子会社

１　東京製綱繊維ロープ㈱ 繊維索・網の製造販売

２　東綱橋梁㈱ 橋梁の設計・施工

３　赤穂ロープ㈱ 鋼索の製造販売

４　日本特殊合金㈱ 粉末冶金製品の製造販売

５　㈱新洋 鋼索・鋼線・フィルタの加工販売

６　東綱商事㈱ 石油製品・高圧ガスの販売

７　トーコーテクノ㈱ 土木建築工事

８　長崎機器㈱ 計量機・包装機の製造販売

９　㈱東綱ワイヤロープ東日本 鋼索・鋼線の販売

10　東綱ワイヤロープ販売㈱ 鋼索・鋼線の販売

11　東綱スチールコード㈱ スチールコードの製造販売

12　東綱機械㈱ ワイヤソーの製造販売

13　東京製綱海外事業投資㈱ 海外事業への投資

14　東京製綱(常州)有限公司 スチールコードの製造販売

15　東京製綱ベトナム有限責任会社 エレベータロープの製造販売

16　東京製綱(常州)機械有限公司 ワイヤソーの製造販売

17　東京製綱エンジニアリング有限会社 道路安全施設の設計・販売

18　東京製綱(香港)有限公司 鋼索・鋼線の販売

  
非連結子会社  
１　東京製綱テクノス㈱ クレーン、索道メンテナンスサービス

２　北海道トーコー㈱ 建設資材の販売、土木建築工事

３　日綱道路整備㈱ 塗装工事、舗装工事、防水・防蝕工事

４　㈲ひむかＴＥＣ 土木建築工事

５　東京製綱(上海)貿易有限公司 鋼索・鋼線の販売

持分法適用関連会社

１　江蘇東綱金属製品有限公司 橋梁用ワイヤの製造販売

２　江蘇法爾勝纜索有限公司 橋梁用ケーブルの製造販売

３　KISWIRE NEPTUNE SDN.BHD 鋼索の製造販売

  
関連会社  
１　東洋製綱㈱ 鋼索の製造販売

２　ベカルト東綱メタルファイバー㈱ 金属繊維の製造
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
(％)

役員等の
兼任
(人)

関係内容

役員
従業
員

資金取引
営業上の
取引

設備の
賃貸借

その他

(連結子会社)           

東京製綱繊維
ロープ㈱
(注)2

愛知県
蒲郡市

200
繊維索・網
の製造販売

100.0 １ ― (注)４

製品の一部
を当社が買
入れており
ます。

当社は工場
土地建物等
を賃貸して
おります。

当社は製造
技術の援助
を行ってお
ります。

東綱橋梁㈱
(注)2

栃木県
下野市

400
橋 梁 の 設
計・施工

100.0 １ ─ (注)４

製品の一部
を当社が買
入れており
ます。

なし

当社は製造
技術の援助
を行ってお
ります。

赤穂ロープ㈱
兵庫県
赤穂市

60
鋼索の製造
販売

100.0 １ ─

当社は運転
資金の援助
をしており
ます。(注)
４

製品の一部
を当社が買
入れており
ます。

なし

当社は製造
技術の援助
を行ってお
ります。

日本特殊合金㈱
愛知県
蒲郡市

31.65
粉末冶金製
品の製造販
売

100.0 １ ― (注)４

製品の一部
を当社が買
入れており
ます。

当社は工場
建物等を賃
貸しており
ます。

当社は製造
技術の援助
を行ってお
ります。

㈱新洋
東京都
中央区

45
鋼索・鋼線
フィルタの
加工販売

100.0 ― ― (注)４

製品の一部
を当社が買
入れており
ます。

なし なし

東綱商事㈱
(注)2

東京都
中央区

100

石油製品・
高圧ガスの
販売、保険
代理業

100.0 ― ―

当社は運転
資金の援助
をしており
ます。(注)
４

石油類を当
社が納入し
て お り ま
す。

当社は土地
建物等を賃
貸しており
ます。

なし

トーコーテクノ
㈱

東京都
中央区

40
土木建築工
事

100.0 ― ４

当社は設備
資金の援助
をしており
ます。(注)
４

なし

当社は事務
所を賃貸し
て お り ま
す。

なし

長崎機器㈱
(注)2

長崎県
西彼杵郡
時津町

100
計量機、包
装機の製造
販売

100.0 １ ― (注)４ なし

当社は事務
所を賃貸し
て お り ま
す。

なし

㈱東綱ワイヤ
ロープ東日本

東京都
中央区

50
鋼索・鋼線
の販売

100.0 ２ ２ (注)４
当社製品の
販売をして
おります。

なし なし

東綱ワイヤ
ロープ販売㈱

東京都
中央区

50
鋼索・鋼線
の販売

100.0 ２ ２ (注)４
当社製品の
販売をして
おります。

当社は事務
所を賃貸し
て お り ま
す。

なし

東綱スチール
コード㈱
(注)2

岩手県
北上市

300
ス チ ー ル
コードの製
造販売

100.0 １ ２

当社は運転
資金の援助
をしており
ます。(注)
４

製品の一部
を当社が買
入れており
ます。

当社は土地
建物等を賃
貸しており
ます。

当社は製造
技術の援助
を行ってお
ります。

東綱機械㈱
(注)2

岩手県
北上市

100
ワイヤソー
の製造販売

100.0 ― ３ (注)４
当社製品の
販売をして
おります。

当社は土地
建物等を賃
貸しており
ます。

なし

東京製綱海外
事業投資㈱
(注)2

東京都
中央区

5,915
海外事業へ
の投資

88.7 ２ １ なし なし なし なし

東京製綱(常州)
有限公司
(注)2、5

中国江蘇省
常州市

11,745
ス チ ー ル
コードの製
造販売

(100.0) １ ２

当社は設備
資金の援助
をしており
ます。

なし なし

当社は製造
技術の援助
を行ってお
ります。
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名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
(％)

役員等の
兼任
(人)

関係内容

役員
従業
員

資金取引
営業上の
取引

設備の
賃貸借

その他

東京製綱ベトナム有限責任
会社
(注)2

ベトナム
ビンズン省

US＄

 6,000,000

鋼索の製造
販売

100.0 ３ １

当社は設備
資金の援助
をしており
ます。

なし なし

当社は製造
技術の援助
を行ってお
ります。

東京製綱(常州)機械有限公
司
(注)2

中国江蘇省
常州市

400
ワイヤソー
の製造販売

100.0 １ １

当社は運転
資金の援助
をしており
ます。

当社製品の
販売をして
おります。

なし

当社は製造
技術の援助
を行ってお
ります。

東京製綱エンジニアリング
有限会社

ロシア
モスクワ

73
道路安全施
設の設計・
販売

100.0 ─ １ なし なし なし なし

東京製綱(香港)有限公司
中国
香港

21
鋼索・鋼線
の販売

100.0 ２ １ なし
当社製品の
販売をして
おります。

なし なし

(持分法適用関連会社)           

江蘇東綱金属製品有限公司
(注)2

中国江蘇省
江陰市

US＄

11,000,000

橋梁用ワイ
ヤ等の製造
販売

40.0 １ ２ なし なし なし

当社は製造
技術の援助
を行ってお
ります。

江蘇法爾勝纜索有限公司
(注)2

中国江蘇省
江陰市

US＄

8,000,000

橋梁用ケー
ブル等の製
造販売

40.0 １ ２ なし なし なし

当社は製造
技術の援助
を行ってお
ります。

KISWIRE NEPTUNE SDN. BHD
マレーシア
ジョホール
州

US＄

45,000,000

鋼索の製造
販売

30.0 ２ ─ なし なし なし なし

 

(注) １　議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

２　特定子会社であります。

３　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４　当社グループは、連結会社間の運転資金の効率的運用を図るため、資金集中管理システムによる資金取引を

行っております。また、手形債権の流動化の一環で、当社は受取手形の割引を行っております。

５　債務超過会社であり、平成27年３月末時点で債務超過額は東京製綱(常州)有限公司3,411百万円でありま

す。
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５ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成27年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

鋼索鋼線関連
735
(150)

スチールコード関連
629
(123)

開発製品関連
216
(74)

不動産関連
1

(－)

その他
219
(29)

合計
1,800
(376)

 

(注) １  従業員数は、就業人員であります。

２  従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当連結会計年度の平均雇用人員であります。

３  臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

４  本社等の「管理部門」の従業員数は各セグメントに配分して記載しております。

 
(2)　提出会社の状況

平成27年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

462
(121)

40.2 15.5 5,028,442
 

 
セグメントの名称 従業員数(名)

鋼索鋼線関連
349
(79)

スチールコード関連
3
(1)

開発商品関連
109
(41)

不動産関連
1

(－)

その他
－
(－)

合計
462
(121)

 

(注) １  従業員数は、就業人員数であります。

２  従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当事業年度の平均雇用人員であります。

３  臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

４  平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

５  本社等の「管理部門」の従業員数は各セグメントに配分して記載しております。

 
(3)　労働組合の状況

当社グループのうち、当社、東京製綱繊維ロープ㈱、赤穂ロープ㈱には東京製綱労働組合が組織されており、Ｊ

ＡＭに属しております。

平成27年３月31日現在の組合員数は738名であり、会社とは正常な労使関係を維持しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1)　業績

当連結会計年度のわが国経済は、消費税率引き上げ後の個人消費停滞の影響がみられたものの、政府の経済対策

や日銀の金融緩和策の効果を背景に、企業収益は改善し、また公共投資や設備投資も堅調に推移し、総じて回復基

調で推移しました。

このような状況のもと、当社グループは引き続き「トータル・ケーブル・テクノロジーの追求」を中長期的ヴィ

ジョンに掲げ、スチールコード事業の構造改革、鋼索鋼線事業・開発製品関連事業における国内及び海外での需要

の確実な捕捉と同時に、新製品の開発・投入に取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は、開発製品関連において、海外プロジェクト案件向

けの売上を計上したこと等により、73,315百万円（前年同期比3.5％増）となりました。

利益面では、営業利益は、主にスチールコード事業の収益改善により、3,948百万円(前年同期比16.5％増)、経常

利益は、営業利益の改善に加え、為替差益の影響等により、4,444百万円（前年同期比25.5％増）、当期純利益は、

税制改正による繰延税金資産の取崩し等により、3,822百万円（前年同期比19.5％減）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。なお、売上高は外部顧客に対するものであります。

①鋼索鋼線関連

エレベータロープの販売は国内、海外ともに好調に推移いたしましたが、ワイヤ製品においては、主にプロジェ

クト案件と通信向けの需要が減少いたしました。

この結果、売上高は28,100百万円（前連結会計年度比1.2％減）、セグメント利益(営業利益)は1,834百万円（前

連結会計年度比10.1％減）となりました。

②スチールコード関連

産業機械分野（タイヤ成型機）の売上は減少したものの、主要製品であるタイヤコードの販売数量は、国内・中

国の両拠点において増加いたしました。

この結果、売上高は15,090百万円（前連結会計年度比9.4％減）、セグメント利益は582百万円（前連結会計年度

は917百万円の損失）となりました。

③開発製品関連

国内の道路安全施設の売上は前年同期に比し伸び悩みましたが、橋梁関連において、海外プロジェクト案件向け

の売上を計上いたしました。

この結果、売上高は19,789百万円（前連結会計年度比29.3％増）、セグメント利益は1,075百万円（前連結会計年

度比29.3％減）となりました。

④不動産関連

売上高は前連結会計年度とほぼ横這いとなっております。

この結果、売上高は1,143百万円（前連結会計年度比3.6％減）、セグメント損失は43百万円（前連結会計年度は

319百万円の利益）となりました。

⑤その他

産業機械（自動計量機・包装機）、粉末冶金製品においては売上が増加いたしましたが、石油製品においては数

量、単価ともに前年同期を下回りました。

この結果、売上高は9,191百万円（前連結会計年度比0.9％減）、セグメント利益は499百万円（前連結会計年度比

17.6％増）となりました。
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(2)　キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度比2,477百万円の増加し、4,649百万円になっ

ております。

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に当期純利益の計上、売掛債権の減少（債権流動化を含む)により

7,844百万円の収入（前連結会計年度は2,379百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により1,744百万円の支出（前連結会計年度は

2,127百万円の支出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少等により3,525百万円の支出（前連結会計年度は2,906百万

円の支出）となりました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

鋼索鋼線関連 27,867 0.6

スチールコード関連 14,310 △6.6

開発製品関連 16,549 15.7

その他 3,463 12.7

合計 62,191 3.0
 

(注) １　上記の金額は販売価格によっております。

２　上記の金額に消費税等は含まれておりません。

 

(2)　受注状況

当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

鋼索鋼線関連 28,539 2.8 2,873 18.0

スチールコード関連 14,745 △12.6 1,321 △20.7

開発製品関連 19,556 28.1 3,219 △6.8

その他 9,200 △2.3 398 2.3

合計 72,041 3.9 7,813 △1.6
 

(注) １　上記の金額は外部顧客に対する受注に基づくものであります。

２　上記の金額に消費税等は含まれておりません。

 
(3)　販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

鋼索鋼線関連 28,100 △1.2

スチールコード関連 15,090 △9.4

開発製品関連 19,789 29.3

不動産関連 1,143 △3.6

その他 9,191 △0.9

合計 73,315 3.5
 

(注) １　上記の金額は外部顧客に対する売上に基づくものであります。

２　上記の金額に消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

今後当社を取り巻く経営環境は、国内では経済・金融政策の効果を背景に緩やかな回復傾向が続くことが期待され

るものの、海外においては中国経済の下振れ懸念や欧州の債務問題等のリスクがあり、引き続き予断を許さない状況

が続くものと思われます。

当社グループは、持続的成長への基礎づくりに取り組むべく平成27年度までの中期経営計画「TCT－フォワード」を

推進してまいりましたが、当初掲げた諸施策について前倒しで進捗していることから「事業基盤の更なる強化」と

「成長戦略の着手・実行」に向けて、平成27年度から平成31年度の５ヵ年の新中期経営計画「TCT－Focus 2020」を策

定いたしました。

具体的な取組みとしては、以下の通りです。

①　拡大・本格化するCFCC事業の推進

今後益々の拡大が見込まれる北米での橋梁整備需要の捕捉のためにCFCCの生産拠点を設立いたします。また、経

済成長が持続するインドネシアでは電力需要も増加を続けており、送電網整備が進められていることから、同国で

の送電線需要を確実に捕捉してまいります。

②　海外インフラ需要、新規マーケットへの積極的展開

道路安全製品、橋梁用ケーブル、エレベータ用ワイヤロープ等の製品群は、新興国におけるインフラ整備需要に

合致しているため、中央アジア・中東諸国への防災製品販売や、トルコを拠点とした海外橋梁用ケーブルの拡販、

中国、東南アジア、インド等におけるエレベータ用ワイヤロープの拡販といった海外展開を拡大してまいります。

③　スチールコード事業の体質転換

グローバル市場での競争が加速するタイヤコード業界においては、生産品種と品質レベルでの差別化が益々重要

となっており、質の転換を進める必要があります。環境性能が強く求められているタイヤ産業はもとより、高強

度・極細ワイヤを求める各分野に対する高付加価値の製品提供を強化し、商品ポートフォリオの拡充と利益率向上

を図ってまいります。

④　国土強靭化等インフラ需要に対応した国内市場の確実な補捉

鋼索鋼線、開発製品、それぞれの業界における高い信頼、ブランド力を活かし、「安全・防災・環境・エコ」に

関するニーズが強い国内市場において、収益最大化に努めてまいります。

⑤　財務基盤の強化

種類株式の取得及び消却により、普通株式の復配及び安定的な株主還元の実現を図り、普通株式の募集（自己株

式の処分）及び今後も着実に利益を積み上げていくことにより、更なる財務基盤の強化を図ってまいります。

当社グループでは、以上の取組みを通じて、変動の激しい事業環境に対応し、成長し続ける強靭な企業体質を構築

し、株主・お客様・サプライヤー・従業員等様々なステークホルダーの信頼に応えられる企業となるために全力を尽

くす所存であります。　

 
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。

(1)　基本方針の内容

当社は、当社グループの企業価値と株主共同利益の維持・持続的発展を実現し、株主の皆様に還元すべき適正な

利潤を獲得するためには、長年の事業活動によって培った柔軟な技術力と多様な事業構造、ブランド力、川上・川

下の各取引先との強い連携といった当社グループの企業価値・株主共同利益の源泉の維持が不可欠であり、このた

めには株主の皆様をはじめ、お客様、お取引先、従業員や地域社会といった当社グループのステークホルダーとの

適切な関係を維持しつつ、社会の基盤整備への貢献を通じて当社グループの社会的存在意義を高めていく経営が必

要であると考えております。
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また、株式会社の支配権の移転を伴う当社株式の買付提案がなされた場合に、その買付が当社グループの企業価

値・株主共同利益を高めるものかどうかを株主の皆様が適切に判断するためには、事業間のシナジー効果や当社グ

ループの企業価値の源泉への影響を適正に把握する必要があると考えます。

当社取締役会では、以上の要請を実現することが当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方である

と考えており、以上の要請を実現することなく当社株式の大量取得行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事

業の方針の決定を支配するものとして不適切であると考えます。

(2)　基本方針実現のための取り組み

当社は平成27年度からの５年間を「事業基盤の更なる強化」と「成長戦略の着手・実行」の期間と位置付け、将

来に亘り成長・社会貢献し続けるための諸施策を展開してまいります。

具体的には、①北米市場やインドネシア市場におけるCFCC事業の推進、②海外におけるインフラ整備需要を捉え

た積極的な新規マーケットの開拓、③スチールコード事業の体質転換、④国内インフラ需要の確実な補捉、⑤成長

戦略を支える財務基盤の強化、等に取り組んでまいります。

以上の取組みを通じて、当社グループでは、中長期的視点に立ち、当社グループの企業価値・株主共同利益の向

上を目指してまいります。

(3)　不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定を支配されることを防止する取組み

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定が基本方針に照らして不適切である者によって支配されることを防止

する取組みとして、第208回定時株主総会においてご承認を得て「当社株式の大規模な取得行為への対応策（買収防

衛策）」の導入を決議いたしました。その後、第211回定時株主総会で本プランを一部変更のうえ更新することにつ

きご承認いただき、第214回定時株主総会において本プランを更新することにつきご承認いただいて発効いたしてお

ります。（以下、更新後の買収防衛策を「現行プラン」といいます。）

現行プランは、当社が発行者である株式の大量買付または公開買付を実施する場合の手続を明確化し、株主の皆

様が適切な判断を行えるよう必要かつ十分な情報と時間を確保することや買付者との交渉機会を確保することで企

業価値・株主共同利益の維持・向上させることを目的としております。

具体的には、当社株式の発行済株式総数の20％以上となる買付または公開買付を行おうとする者（以下、「大量

買付者等」といいます。）には、事前に必要な情報を当社取締役会に提出いただき、当社取締役会が一定の検討期

間を設けたうえでこれらの情報に対し意見表明や代替案等の提示、必要に応じて大量買付者等との交渉等を行うこ

ととしており、これらの情報については適宜株主の皆様に情報提供を行うこととしています。

また、大量買付者等と当社取締役会から提出された情報、当社取締役会の代替案等については、当社経営陣から

独立した社外者のみで構成される独立委員会に提供され、独立委員会において調査・検討・審議を行い、その結果

を取締役会に勧告します。

独立委員会では、大量買付者等が現行プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株式の大量買付等を行

う場合または当社の企業価値・株主共同利益が毀損されるおそれがあると認められる場合は、対抗措置の発動（大

量買付者が権利行使できない条件付の株主割当による新株予約権の無償割当）を取締役会に勧告することとしてい

ます。

取締役会では、本必要情報等を検討し、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、本対抗措置を発動すること

を決定することがあり、その決定内容について速やかに情報開示を行います。

(4)　本プランの合理性

当社取締役会では以下の理由により、現行プランが基本方針に整合し当社の企業価値・株主共同の利益に資する

ものであり、かつ当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

①買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

現行プランは経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または

向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則を完全に充足している。
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②株主意思を重視するものであること

現行プランは平成25年６月開催の第214回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て３年間の有効期限を

設定している。また、有効期限内においても毎年株主総会で選任される取締役を通じて廃止することができる

（いわゆるデッドハンド型ではないこと）ことから導入・廃止とも株主の皆様の意思が反映される。

③独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

現経営陣からは独立した社外取締役、社外監査役及び有識者をメンバーにより構成される独立委員会が、現経

営陣による恣意的運用がないかどうか監視するとともに対抗措置の発動等について独立委員会の勧告を行うこ

と、独立委員会の判断の概要を含めて株主の皆様には情報開示することで現行プランが透明性をもって運営され

る仕組みを構築している。

④合理的な客観的要件の設定

現行プランは対抗措置の具体的発動要件を定めているほか、発動に際しては必ず独立委員会の判断と勧告を経

て行うこととしており、現経営陣による恣意的な対抗措置の発動を抑制する仕組みを構築している。

 
４ 【事業等のリスク】

当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、次のとおりであります。なお、以

下の記述のうち、将来に関する事項は、当連結会計年度末(平成27年３月31日)現在における当社グループの判断に基

づくものであります。

(1)　景気の動向

世界並びに日本経済の動向により、当社グループの主要需要業界であるタイヤ業界や建設業界などの活動水準が

影響を受けた場合には、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。

(2)　競合のリスク

当社グループの国内・海外における生産・販売活動における競争環境は厳しさを増しております。当社グループ

では、継続的なコスト削減と同時に新製品の開発、新規事業の展開を推進しておりますが、市場価格の低下が当社

グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3)　原材料などの供給リスク

当社グループは主材料である線材や亜鉛・心綱等を購入しておりますが、いずれの材料も数社の仕入先に依存し

ております。仕入先の業績不振、操業停止等に起因する原材料の供給停止や遅延、また世界的な需給逼迫による仕

入量の制約、鉄鉱石や原料炭の価格高騰に起因する鋼材価格の上昇が当社グループの財政状態および経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。

(4)　海外拠点におけるリスク

当社グループは、中国、ベトナムに海外事業拠点を有しておりますが、当該国における政治・経済的混乱、疫

病・テロといった社会的混乱、法的規制などにより、当社グループの事業活動が制約される可能性があります。

(5)　災害・事故等の発生

当社グループの生産拠点において、地震・火災等の大規模な災害や設備事故等が発生した場合、生産活動に支障

をきたすことになり、その復旧費用を含め、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

(6)　株価の下落

当社グループは、取引先との中長期的な経営戦略を共有するために株式を保有しており、その時価が下落した場

合、当該株式について、減損処理が必要となる可能性があります。また、当社は従業員の退職給付に関して、株価

の下落により年金資産が目減りし、退職給付費用が増加する可能性があります。
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(7)　取引先の信用リスク

当社グループは、取引先に対して様々な形で信用供与を行っており、債権の回収が不可能になる等の信用リスク

を負っております。これらのリスクを回避するため、当社グループでは取引先の信用状態に応じて、信用限度額の

設定や必要な担保・保証の取得等の対応策を講じております。しかし、取引先の信用状態の予期せぬ悪化や経営破

綻等により債権が回収不能となった場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(8)　固定資産の減損に関するリスク

当社グループは、多額の固定資産を所有しており、経営環境の変化などに伴う収益性の低下により投資額の回収

が見込めなくなった場合には、その回収可能性を反映させるように固定資産の帳簿価額を減額し、その減少額を減

損損失とすることになるため、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(9)　訴訟などのリスク

当社グループでは、コンプライアンスの徹底に努めておりますが、法令違反等の有無に関わらず、万が一当社グ

ループに対する重要な訴訟等が提起された場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

(10)　環境リスク

当社グループは、事業活動により発生する廃棄物や有害物質等について、環境関連法令の適用を受け、適切に処

理しておりますが、今後、ＣＯ₂排出規制をはじめ、環境基準等が強化された場合には、新たな対策費用の発生や操

業停止等により、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(11)　知的財産権

当社グループは、新製品開発を通じて多くの新技術やノウハウを生み出しており、これらの知的財産を特許出願

し、権利保護と経営資源としての活用を図っております。しかし、当社グループの知的財産権への無効請求、第三

者からの知的財産権侵害等が当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(12)　法的規制などに関するリスク

当社グループは、国内外での事業において各国の法的規制を受けており、コンプライアンス、財務報告の適正性

確保をはじめ、適切な内部統制システムを構築・運用しておりますが、将来法令違反等が発生する可能性は皆無で

はなく、また法規制等の変更により、法令遵守のための費用が発生し、当社グループの財政状態および経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

(13)　為替変動リスクについて

当社は、製品等の輸出入及び原材料の輸入において外貨建取引を行っていること並びに外貨建の資産を保有して

いることから、急激な為替変動があった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(14)　資金調達における当社確約事項及び財務制限条項について

当社は、安定的な資金調達を目的として、金融機関との間で平成25年９月26日付シンジケートローン契約（金

額：32,269百万円、期間：平成25年９月30日から平成28年９月30日）を締結しております。当該契約には、当社の

確約事項及び財務制限条項が付されており、当該期間中、当該確約事項及び財務制限条項に抵触した場合、貸付人

から繰り上げ弁済を請求される可能性があります。

当社の確約事項及び財務制限条項における主要なものについては、以下の通りです。

（確約事項）

　　・１案件あたり金額５億円以上の設備投資を行う場合には、エージェント及び多数貸付人の書面による承諾を要

すること。

（財務制限条項）

　　・連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期（含む第２四半期）比75％以上かつ連

結は88億円以上、単体は56億円以上に維持すること。
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　　・連結及び単体の損益計算書に示される経常損益及び営業損益が、各年度の決算期及び第２四半期につき２期連

続して損失とならないようにすること。

(15)　連結子会社が発行する種類株式の買取について

中国においてタイヤ用スチールコードの製造販売を行う当社の連結子会社である東京製綱（常州）有限公司を保

有し、その事業活動を支配・管理する当社の連結子会社である東京製綱海外事業投資株式会社が発行している種類

株式1,790百万円について、平成29年までに東京製綱海外事業投資株式会社による同種類株式の償還が完了していな

い場合、同種類株主から買取請求を受ける可能性があり、当該請求に基づく買い取り義務を当社が履行した場合、

当該種類株式を１株当たりその発行価額に累積未払配当金を加えた額にて買い取ることにより、当社グループの財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
５ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

 
６ 【研究開発活動】

中長期的ヴィジョンとして、当社グループは「トータルケーブルテクノロジーの追求」の下、当社の商品群の多様

性(素材、サイズ、用途)と奥行き(ケーブル本体、端末機器、健全性診断技術、製造機械、エンジニアリング)を最大

限に活かした事業展開を行うべく、基礎研究、製造技術開発から顧客ニーズを踏まえた高付加価値・高機能製品の開

発まで一貫した取り組みを行っております。

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は976百万円であり、セグメントごとの研究開発活動は次のとお

りであります。

(1)　鋼索鋼線関連

当セグメントにおいては、ワイヤロープ・ワイヤに関する製品の高強度化，長寿命化，多機能化に向けての研究

開発や製品の健全性を診断する評価技術開発と並行して、スチール以外の素材を用いた新製品の開発を行っており

ます。

また、競合他社に対しコスト競争力で優位に立つことができるよう、画期的な新製造技術の開発にも取り組んで

おります。

当連結会計年度における当事業に係る研究開発費の金額は466百万円であります。

(2)　スチールコード関連

当セグメントにおいては、顧客の省エネタイヤ開発に対応するスチールコードの高強度化・軽量化に取り組んで

あります。

また、太陽光発電関連事業用ソーワイヤに関しては、市場の拡大に伴い多様化する顧客ニーズに応える新製品・

新技術の開発を進めております。

当連結会計年度における当事業に係る研究開発費の金額は87百万円であります。

(3)　開発製品関連

当セグメントにおいては、道路安全施設(落石防護・雪害防止製品、遮音壁等)における差別化新商品・新工法の

開発、鋼構造物用ケーブルの設計、炭素繊維複合材ケーブル(ＣＦＣＣ)の世界市場での実用化に向けての研究開発

等を進めております。

ＣＦＣＣに関しては、その軽量・高強度・高耐食という特性を活かした橋梁の補強材分野や架空送電線用心材分

野における用途に対応すべく、改良・開発を進めております。

当連結会計年度における当事業に係る研究開発費の金額は409百万円であります。
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(4)　その他

当セグメントにおいては、粉末冶金製品事業において、長年培った技術力・開発力を活かし、高度化する顧客

ニーズにマッチした超硬工具等の開発に取り組んでおります。

当連結会計年度における当事業に係る研究開発費の金額は12百万円であります。

 
７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、次のとおりであります。なお、

以下の記述のうち、将来に関する事項は、当期末(平成27年３月31日)現在における当社グループの判断に基づくも

のであります。

(1)　重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたって、当社経営陣は、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる

様々な要因に基づき見積り及び判断を行っておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これら

の見積りと異なる場合があります。

当社経営陣は、特に以下の重要な会計方針が、当社グループの連結財務諸表の作成において使用される当社の重

要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

①貸倒引当金

当社グループは、取引先の支払不能時に発生する損失について、過去からの損失発生実績に基づいた見積り額に

より貸倒引当金を計上しております。過去からの実績と大きな相違があった場合、引当不足が生じる可能性があり

ます。

②投資の減損

当社グループは、長期的な取引関係維持のために、特定の取引先及び金融機関の株式を所有しております。これ

らの株式には価格変動性の高い公開会社の株式と、株価の決定が困難である非公開会社の株式が含まれます。当社

グループは投資価格の下落が一時的でないと判断した場合には、投資の減損を計上しております。将来の市況悪化

または投資先の業績不振により、現在の簿価に反映されていない損失または簿価の回収不能が発生した場合、評価

損の計上が必要になる可能性があります。

③繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について、将来の事業計画に基づいて合理的かつ保守的にその回収可能性を検討

し判断して計上しております。繰延税金資産の全部または一部について将来回収できないと判断した場合には、繰

延税金資産の調整額を費用として計上します。

④退職給付費用

従業員退職給付費用及び債務は、数理計算で設定されている前提条件に基づいて算出されており、これらの前

提条件には、将来の給与・賃金水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の長期

運用収益率などが含まれます。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、将来期

間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。未認識数理計算上の差異の償却は、退職給

付費用の一部を構成しており、前提条件の変化や前提条件と実際との結果の差異の影響を費用として認識したも

のであります。当連結会計年度において、この償却費は265百万円ありました。

(2)　財政状態の分析

①流動資産

当連結会計年度末における流動資産残高は、33,953百万円(前連結会計年度末は35,990百万円)となり、2,036百万

円減少しました。売掛金の減少が主な要因であります。
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②固定資産

当連結会計年度末における固定資産残高は、53,300百万円(前連結会計年度末は50,929百万円)となり、2,371百万

円増加しました。有形固定資産と投資有価証券の増加が主な要因であります。

③流動負債

当連結会計年度末における流動負債残高は、30,063百万円(前連結会計年度末は35,027百万円)となり、4,964百万

円減少しました。短期借入金と仕入債務の減少が主な要因であります。

④固定負債

当連結会計年度末における固定負債残高は、34,875百万円(前連結会計年度末は38,649百万円)となり、3,773百万

円減少しました。長期借入金の減少が主な要因であります。

⑤純資産

当連結会計年度末における純資産の残高は、22,320百万円(前連結会計年度末は13,261百万円)となり、9,058百万

円増加しました。平成26年７月８日のＡ種種類株式の発行に伴う資金の払込、当期純利益の計上、その他有価証券

評価差額金の増加が主な要因であります。

⑥キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度比2,477百万円の増加し、4,649百万円になっ

ております。

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に当期純利益の計上、売掛債権の減少（債権流動化を含む)により

7,844百万円の収入(前連結会計年度は2,379百万円の収入)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により1,744百万円の支出(前連結会計年度は2,127

百万円の支出)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少等により3,525百万円の支出(前連結会計年度は2,906百万円

の支出)となりました。

(3)　経営成績の分析

①売上高の状況

当連結会計年度の売上高は73,315百万円で前連結会計年度に比し2,450百万円（3.5％)増加しました。セグメント

ごとの状況は以下のとおりであります。

鋼索鋼線関連の売上高は前連結会計年度に比し344百万円（1.2％)減少し、28,100百万円となりました。エレベー

タロープの販売は国内、海外ともに好調に推移いたしましたが、ワイヤ製品においては、主にプロジェクト案件と

通信向けの需要が減少いたしました。

スチールコード関連の売上高は前連結会計年度に比し1,562百万円（9.4％)減少し、15,090百万円となりました。

主要製品であるタイヤコードの販売数量は、国内・中国の両拠点において増加いたしましたが、産業機械分野（タ

イヤ成型機）の売上は減少いたしました、。

開発製品関連の売上高は前連結会計年度に比し4,487百万円（29.3％)増加し、19,789百万円となりました。国内

の道路安全施設の売上は前年同期に比し伸び悩みましたが、橋梁関連において、海外プロジェクト案件向けの売上

を計上いたしました。

不動産関連の売上高は前連結会計年度とほぼ横這いの1,143百万円となりました。

その他の売上高は前連結会計年度に比し87百万円（0.9％)減少し、9,191百万円となりました。産業機械（自動計

量機・包装機）、粉末冶金製品においては売上が増加いたしましたが、石油製品においては数量、単価ともに前年

同期を下回りました。

②営業利益の状況

当連結会計年度の営業利益は、3,948百万円で前連結会計年度に比し558百万円（16.5％)増加しました。これは主

にスチールコード事業の収益改善によるものであります。
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③経常利益の状況

当連結会計年度の経常利益は、4,444百万円で前連結会計年度に比し902百万円（25.5％)増加しました。これは営

業利益の改善に加え為替差益の影響等によるものであります。

④当期純利益の状況

当連結会計年度の当期純利益は、3,822百万円で前連結会計年度に比し925百万円（19.5％)減少しました。これは

税制改正による繰延税金資産の取崩し等によるものであります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当社グループでは、当連結会計年度は全体で2,890百万円の設備投資を実施しました。

鋼索鋼線関連では、海外子会社の生産能力増強を中心に1,604百万円の投資を行いました。

スチールコード関連では、233百万円の投資を行いました。開発製品関連では、327百万円の投資を行いました。不

動産関連では、600百万円の投資を行いました。その他では、123百万円の投資を行いました。

 
２ 【主要な設備の状況】

(1)　提出会社

平成27年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの名称
設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積
千㎡)

その他 合計

土浦工場及び研究所
(茨城県かすみがうら
市)

鋼索鋼線関連
開発製品関連

鋼索鋼線
製造設備

843 1,643
4,725
(277)

346 7,588 182

堺工場
(大阪府堺市西区)

鋼索鋼線関連
開発製品関連

鋼索鋼線
製造設備

973 678
3,395
(53)

90 5,137 115

賃貸用不動産
(大阪府泉佐野市他)

不動産関連
商業施設
他

5,136 5
7,011
(185)

17 12,170 ―

本社・支店
(東京都中央区他)

会社統括業務他 事務所 77 27
―
(―)

40 145 165

福利施設
(千葉県柏市他)

― 独身寮他 150 ―
416
(5)

0 568 ―
 

 
(2)　国内子会社

平成27年３月31日現在

会社名
(所在地)

セグメントの名称
設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積
千㎡)

その他 合計

東京製綱繊維ロープ
㈱
(愛知県蒲郡市)

鋼索鋼線関連
繊維索・網
製造設備

247 160
2,158
(57)

11 2,578 71

東綱橋梁㈱
(栃木県下野市他)

開発製品関連
鋼橋
製作設備

106 75
150
(14)

11 343 63

日本特殊合金㈱
(愛知県蒲郡市)

その他
粉末冶金製
品製造設備

130 308
1
(1)

46 486 98
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(3)　在外子会社

平成27年３月31日現在

会社名
(所在地)

セグメントの名称
設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積
千㎡)

その他 合計

東京製綱ベトナム
有限責任会社
(ベトナム ビンズン
省)

鋼索鋼線関連
鋼索鋼線
製造設備

1,805 2,981
―
(―)

3 4,790 203

 

(注) 提出会社、国内子会社、在外子会社の帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1)　重要な設備の新設等

会社名
（所在地）

セグメ
ントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

Tokyo Rope USA,

Inc.（米国ミシガ
ン州）

開発
製品

炭素繊維複
合材ケーブ
ル（CFCC）
製造設備

1,296 －
当社から
の投融資
資金

平成27年９月 平成30年12月

炭 素 繊 維
複 合 材
ケ ー ブ ル
（CFCC）
生 産 能 力
増強

東京製綱株式会社
土浦工場
（茨城県かすみが
うら市）

鋼索
鋼線

鋼索（ワイ
ヤ ー ロ ー
プ）製造設
備

208 －
自己株式
の処分資
金

平成27年７月 平成29年３月

エ レ ベ ー
タ ー 用 ・
建 機 用
ロ ー プ 生
産 能 力 増
強

東京製綱株式会社
鋼索鋼線事業部
（東京都中央区）

鋼索
鋼線

システム更
新投資

430 －
自己株式
の処分資
金

平成27年７月 平成29年３月

鋼 索 鋼 線
全 社 統 合
シ ス テ ム
の更新

日本特殊合金株式
会社
（愛知県蒲郡市）

その他
超硬工具用
素材製造設
備

399 －
当社から
の投融資
資金

平成27年９月 平成28年２月

超 硬 工 具
用 素 材 生
産 能 力 増
強

 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2)　重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

Ａ種種類株式 2,500

Ｂ種種類株式 925

計 400,000,000
 

(注)　平成26年６月27日開催の第215期定時株主総会において、同日を効力発行日とする定款の一部を変更すること

が承認可決されました。発行可能株式総数に係る定款変更の内容は、新たにＡ種種類株式及びＢ種種類株式の

発行可能株式総数を定めるものであります。当社の発行可能株式総数は400,000,000株であり、普通株式の発行

可能種類株式総数、Ａ種種類株式の発行可能種類株式総数及びＢ種種類株式の発行可能種類株式総数の合計数

とは異なります。

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成27年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年６月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 162,682,420 162,682,420
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株
であります。

Ａ種種類株式
(当該種類株式は行
使価額修正条項付新
株予約権付社債券等

であります。)

2,500 2,500 非上場
単元株式数
１株(注)

計 162,684,920 162,684,920 － －
 

(注)１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数

が増加します。

(2)取得価額の修正基準及び修正頻度

取得価額は、平成27年３月12日（同日を含む。）以降、得価額修正日（下記３．(4)．④に定義される。）にお

いて、取得価額算定期間（Ａ種）（下記３．(4)．④に定義される。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京

証券取引所」という。）が公表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ」とい

う。）の平均値の92％に相当する額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）に修

正されます。但し、修正後取得価額（Ａ種）（下記３．(4)．④に定義される。）が、Ａ種下限取得価額（下記

３．(4)．④に定義される。）である当初取得価額（Ａ種）（下記３．(4)．③に定義される。）の50％に相当す

る額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。但し、下記３．(4)．⑥の調整を受け

る。）を下回る場合には、修正後取得価額（Ａ種）はＡ種下限取得価額とし、また、修正後取得価額（Ａ種）

が、Ａ種上限取得価額（下記３．(4)．④に定義される。）である当初取得価額（Ａ種）の150％に相当する額

（円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。但し、下記３．(4)．⑥の調整を受け

る。）を上回る場合には、修正後取得価額（Ａ種）はＡ種上限取得価額とします。

(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

①取得価額の下限

79.0円
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②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

31,645,569株

(4)当社の決定によるＡ種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

Ａ種種類株式には、当社が、平成27年６月30日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「金銭対価償

還日」という。）が到来することをもって、Ａ種種類株主等（下記３．(1)．①に定義される。）に対して、金

銭対価償還日の60日前までに書面による通知（撤回不能とする。）を行った上で、法令上可能な範囲で、金銭を

対価として、Ａ種種類株式の全部を取得することができる旨の取得条項が付されております。

上記(1)．乃至(4)．の詳細は、下記３．(4)．乃至(6)．をご参照下さい。

 
２．行使価額修正条項付新株予約権付社債等に関する事項は以下のとおりであります。

(1)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項はありません。

(2)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

所有者は、平成26年７月８日以降平成29年６月30日までの間、(a)当社及び当社連結子会社が当事者となってい

る一定の借入契約等に規定されている財務制限条項違反若しくは期限の利益喪失事由のいずれかに該当した場

合、(b)当社が所有者との間で締結した投資契約（以下「本投資契約」という。）上の義務や表明保証条項に違

反した場合（軽微な違反を除きます。）、(c)当社の平成26年度以降の各年度の決算期における当社の分配可能

額が一定の金額を下回った場合、（d）当社の平成27年３月期以降の各年度の連結ベースの実績ＥＢＩＴＤＡ

（すなわち、営業利益に減価償却費を加算した額）が一定の数値を下回った場合若しくは下回る結果となること

が合理的に見込まれる場合、又は（e）当社が金融商品取引法の定めに従った有価証券報告書若しくは四半期報

告書の提出をしなかった場合（以下、総称して「転換制限解除事由」という。）のいずれかに該当しない限り、

普通株式を対価とする取得請求権を行使することができません。また、所有者は、平成26年７月８日以降平成29

年６月30日までの間、転換制限解除事由が発生した場合又は当社がＡ種種類株式について取得条項を行使した場

合に限り、金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権を行使することができます。

また、所有者は、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式の取得請求権を行使しようとする場合において、当該行使の直

後の時点で、当社がそれまでにＡ種種類株式及びＢ種種類株式の取得請求権の行使によってＡ種種類株式及びＢ

種種類株式の取得と引換えに交付し又は当該行使により交付することとなる普通株式に係る議決権の総数の、本

投資契約締結日における当社の総議決権数に対して占める割合が25％以上となる場合には、Ａ種種類株式又はＢ

種種類株式に係る取得請求権を行使することができません。

(3)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

所有者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、所有者が保有するＡ種種類株式又はＢ種種類株式の、所有

者に関連する者（所有者の無限責任組合員であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社及び

その子会社並びにこれらの会社がインベストメント・マネジャーとなっているファンド等）以外の第三者への譲

渡等をすることができません。また、所有者が、所有者に関連する者に自らが保有するＡ種種類株式又はＢ種種

類株式を譲渡等する場合には、所有者は、予め当該者をして、本投資契約に規定する取得請求権の行使制限、譲

渡制限等及び買い増しの禁止に関する義務を遵守することを約させるものとされています。なお、当社は、所有

者に関連する者以外の第三者に対する譲渡等について承諾することを現時点では予定しておりませんが、仮に当

該承諾をするときは、所有者が、予め当該第三者をして、上記の各義務を遵守することを約させることを条件と

する予定です。

(4)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。
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なお、本投資契約において、当社は、所有者が希望した場合には、所有者が希望する数の当社普通株式の借株を

受けることができるよう、最大限努力する（当社株主の紹介を含む。）ものとされており、また、所有者は、Ａ

種種類株式又はＢ種種類株式に係る取得請求権の行使により交付を受け得る普通株式の数の概ね範囲内で、当社

の借株を受けるものとされています。

(5)その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

 
３．Ａ種種類株式の内容は以下の通りであります。

(1)剰余金の配当

①優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該基準日の最終の株主名簿

に記載又は記録されたＡ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株主」という。）又はＡ種種類株式の登録

株式質権者（Ａ種種類株主と併せて以下「Ａ種種類株主等」という。）に対し、当該基準日の最終の株主名簿

に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（普通株主と併せて以下「普通株主等」という。）及びＢ種種類株式を有する株主（以下「Ｂ種種類株主」と

いう。）又はＢ種種類株式の登録株式質権者（Ｂ種種類株主と併せて以下「Ｂ種種類株主等」という。）に先

立ち、Ａ種種類株式１株につき、下記②に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当により支払われる

金銭を、以下「優先配当金」という。）を行う。なお、優先配当金に、各Ａ種種類株主等の保有に係るＡ種種

類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

②優先配当金の金額

Ａ種種類株式１株当たりの優先配当金の額は、1,000,000円（以下「払込金額相当額」という。）に、平成29年

６月30日までの期間においては4．5％を、平成29年７月１日以降の期間においては5．5％を乗じて算出した額

の金銭について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日の翌日（但し、平成27年３月31日に終了

する事業年度においては、平成26年７月８日）（同日を含む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含

む。）までの期間の実日数につき、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。以下同

じ。）として日割計算により算出される金額とする。除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、そ

の小数第２位を四捨五入する。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金

の配当の基準日以前の日を基準日として、Ａ種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、Ａ種種類株式１株

当たりの優先配当金の額は、その各配当におけるＡ種種類株式１株当たりの優先配当金の累計額を控除した金

額とする。

③非参加条項

当社は、Ａ種種類株主等に対しては、優先配当金及びＡ種累積未払配当金相当額（下記④に定める。）の額を

超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若し

くは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条

第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

④累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金の配当の総額

が、当該事業年度の末日を基準日として優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に上記②に従い計算され

る優先配当金相当額（但し、上記②但書により控除がなされる前の額）に達しないときは、その不足額は、翌

事業年度以降累積する。当社は、累積した不足額に、当該事業年度にかかる定時株主総会の翌日（同日を含

む。）以降、平成29年６月30日までの期間においては年率4.5％、平成29年７月１日以降の期間においては年率

5.5％の利率で１年毎の複利計算（なお、当該計算は、１年を365 日とした日割計算により行うものとし、除算

は最後に行い、円位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。）をした金額を加算した額
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（以下「Ａ種累積未払配当金相当額」という。）を、当該翌事業年度以降、優先配当金の支払並びに普通株主

等及びＢ種種類株主等に対する剰余金の配当に先立ち、Ａ種種類株主等に対して配当する。

(2)残余財産の分配

①残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、かつ、Ｂ種種類株主等と

同順位で、Ａ種種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額及び下記③に定める日割

未払優先配当金額を加えた額（以下「Ａ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。なお、Ａ種残余財産

分配額に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるとき

は、当該端数は切り捨てる。

②非参加条項

Ａ種種類株主等に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③日割未払優先配当金額

Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」とい

う。）の属する事業年度において、分配日を基準日として優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上

記(1)．②に従い計算される優先配当金相当額とする。

(3)議決権

Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(4)普通株式を対価とする取得請求権

①普通株式対価取得請求権

Ａ種種類株主は、平成26年７月８日（以下「取得請求権行使期間開始日」という。）以降いつでも、Ａ種種類

株式の全部又は一部の取得を請求する日（以下「普通株式対価取得請求日」という。）を特定して、当該日の

１か月前までに書面により当社に対して通知した場合に限り、当社に対して、普通株式対価取得請求日におい

て、下記②に定める数の普通株式（以下「請求対象普通株式（Ａ種）」という。）の交付と引換えに、その有

するＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること（以下「普通株式対価取得請求（Ａ種）」と

いう。）ができるものとし、当社は、普通株式対価取得請求日において、当該普通株式対価取得請求（Ａ種）

に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式（Ａ種）

を、当該Ａ種種類株主に対して交付するものとする。但し、普通株式対価取得請求（Ａ種）は、普通株式対価

取得請求日における分配可能額（会社法第461条第２項に定める分配可能額をいう。以下同じ。）が、同日に発

行済の全てのＡ種種類株式（発行会社が有するものを除く。）についてＢ種種類株式等対価取得請求（下記

(5)．①に定義される。）が行使されたと仮定した場合に交付されるべき金銭の総額を下回る場合においてのみ

行うことができるものとする。

②Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求（Ａ種）に係るＡ種種類株式

の数に、Ａ種残余財産分配額を乗じて得られる額を、下記③乃至⑥で定める取得価額で除して得られる数とす

る。なお、本②においては、上記(2)．③に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行

われる日」及び「分配日」を普通株式対価取得請求日と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。ま

た、普通株式対価取得請求（Ａ種）に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に

満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める

金銭の交付は行わない。

③当初取得価額

取得価額は、当初、158.0円（以下、本項において「当初取得価額（Ａ種）」という。）とする。

④取得価額の修正
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取得価額は、平成27年３月12日（同日を含む。）以降、毎年３月12日及び９月12日（当該日が取引日でない場

合には翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。）において、各取得価額修正日に先立つ連続する30

取引日（以下、本④において「取得価額算定期間（Ａ種）」という。）の東京証券取引所が公表する当社の普

通株式の普通取引のＶＷＡＰの平均値の92%に相当する額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。）に修正される（以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額（Ａ種）」という。）。

但し、修正後取得価額（Ａ種）が当初取得価額（Ａ種）の50％に相当する額（円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。）（但し、下記⑥の調整を受ける。以下「Ａ種下限取得価額」とい

う。）を下回る場合には、修正後取得価額（Ａ種）はＡ種下限取得価額とし、また、修正後取得価額（Ａ種）

が当初取得価額（Ａ種）の150％に相当する額（円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。但し、下記⑥の調整を受ける。以下「Ａ種上限取得価額」という。）を上回る場合には、修正後取得価

額（Ａ種）はＡ種上限取得価額とする。

なお、取得価額算定期間（Ａ種）中に下記⑤に規定する事由が生じた場合、上記のＶＷＡＰの平均値は下記⑤

に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、ＶＷＡＰが公表されな

い日は含まれない（以下同じ。）。

⑤取得価額の調整

イ以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

(a)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、

株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通

株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償

割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替え

る。

調整後取得価額　＝　調整前取得価額　
×　

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに係

る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

(b)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額

を調整する。

調整後取得価額　＝　調整前取得価額　
×　

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
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(c)下記ニに定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する

普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑤において同じ。）の取得による場合、普通

株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交

付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。調整

後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主への

割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用す

る。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の

数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において

当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

 (発行済普通株式数
－当会社が保有する
普通株式の数)

新たに発行する
普通株式の数

×
１株当たり
払込金額

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×

普通株式１株あたりの時価

(発行済普通株式数－当会社が保有する普通株式の数)
＋新たに発行する普通株式の数

 

 
(d)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記ニに定める普通株式1株当たりの時

価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割

当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下

本(d)において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日

を定めた場合は当該基準日。以下本(d)において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行

又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式

において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。

調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、ま

た株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

(e)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新

株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記ニに定める普通株式１株当たりの時価を下回る価

額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場

合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新

株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(e)において同じ。）に、また株主割

当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式

が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たり

の新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計

額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の

翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合

にはその翌日以降、これを適用する。但し、本(e)による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締

役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権

には適用されないものとする。

ロ上記イに掲げた事由によるほか、下記(a)乃至(c)のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種種類株主等に対

して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通

知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
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(a)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分

割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取

得価額の調整を必要とするとき。

(b)取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(c)その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生

ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

ハ取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

ニ取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取

引日の東京証券取引所が公表する当社の普通株式の普通取引のＶＷＡＰの平均値とする。

ホ取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまると

きは、取得価額の調整はこれを行わない。

⑥上限取得価額及び下限取得価額の調整

上記⑤の規定により取得価額の調整を行う場合には、Ａ種上限取得価額及びＡ種下限取得価額についても、

「取得価額」を「Ａ種上限取得価額」又は「Ａ種下限取得価額」に読み替えた上で上記⑤の規定を準用して同

様の調整を行う。

⑦普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

⑧普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたＡ種種類株主に対して、当該

Ａ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式

の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

(5)金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権

①Ｂ種種類株式等対価取得請求権

Ａ種種類株主は、取得請求権行使期間開始日以降いつでも、Ａ種種類株式の全部又は一部の取得を請求する日

（以下「Ｂ種種類株式等対価取得請求日」という。）を特定して、当該日の45日前までに書面により当社に対

して通知（撤回不能とする。）した場合に限り、当社に対して、Ｂ種種類株式等対価取得請求日において、金

銭及びＢ種種類株式の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求するこ

と（以下「Ｂ種種類株式等対価取得請求」という。）ができるものとし、当社は、Ｂ種種類株式等対価取得請

求日において、当該Ｂ種種類株式等対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容す

る範囲内において、当該Ｂ種種類株式等対価取得請求に係るＡ種種類株式の数に、Ａ種残余財産分配額を乗じ

て得られる額の金銭及び下記②に定める数のＢ種種類株式を、当該Ａ種種類株主に対して交付するものとす

る。なお、本①においては、上記(2)．③に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行

われる日」及び「分配日」をＢ種種類株式等対価取得請求日と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算す

る。但し、当該Ｂ種種類株式等対価取得請求がなされたＡ種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金

銭の額が、Ｂ種種類株式等対価取得請求日における分配可能額を超えるおそれがある場合には、Ｂ種種類株式

等対価取得請求がなされたＡ種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、Ａ種種類株式を取得するものと

し、かかる方法に従い取得されなかったＡ種種類株式については、Ｂ種種類株式等対価取得請求がなされな

かったものとみなす。

②Ａ種種類株式の取得と引換えに交付するＢ種種類株式の数
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上記①によるＡ種種類株式の取得と引換えに交付するＢ種種類株式の数は、Ｂ種種類株式等対価取得請求日

が、(i)平成26年７月８日（同日を含む。）から平成30年６月30日（同日を含む。）までのいずれかの日である

場合においては、Ｂ種種類株式等対価取得請求に係るＡ種種類株式の数に0.22を乗じて得られる数、(ii)平成

30年７月１日（同日を含む。）から平成31年６月30日（同日を含む。）までのいずれかの日である場合におい

ては、Ｂ種種類株式等対価取得請求に係るＡ種種類株式の数に0.29を乗じて得られる数、(iii)平成31年７月１

日（同日を含む。）以降においては、Ｂ種種類株式等対価取得請求に係るＡ種種類株式の数に0.37を乗じて得

られる数とする。また、Ｂ種種類株式等対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付するＢ種種類

株式の合計数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法

第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。

③取得請求受付場所等

上記(4)．⑦の規定は、本項に基づくＢ種種類株式等対価取得請求の場合に準用する。

(6)金銭を対価とする取得条項

当社は、平成27年６月30日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価償還日」という。）

が到来することをもって、Ａ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60日前までに書面による通知（撤回不能

とする。）を行った上で、法令上可能な範囲で、金銭を対価として、Ａ種種類株式の全部を取得することができ

る（以下「金銭対価償還」という。）ものとし（但し、金銭対価償還日より前に上記(5)．①に定めるＢ種種類

株式等対価取得請求をする旨の通知が行われた場合には、(i)Ａ種種類株式の全部について当該通知が行われた

場合は金銭対価償還は行われないものとし、(ii)Ａ種種類株式の一部について当該通知が行われた場合は当該通

知が行われたＡ種種類株式を除くＡ種種類株式についてのみ金銭対価償還が行われるものとする。）、当社は、

当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式の数に

(i)Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額に(ii)Ａ種累積未払

配当金相当額及び上記(2)．③に定める日割未払優先配当金額の合計額を加えた額の金銭を、Ａ種種類株主に対

して交付するものとする。なお、本項においては、上記(2)．③に定める日割未払優先配当金額の計算における

「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ金銭対価償還日と読み替えて、日割未払優先配当金

額を計算する。また、金銭対価償還に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。

「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の日に該当するか又はいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下

に定める数値をいう。

①平成27年6月30日　　　　　　　　　　　　　　：1.08

②平成27年7月1日から平成28年6月30日まで　　　：1.15

③平成28年7月1日から平成29年6月30日まで　　　：1.22

④平成29年7月1日から平成30年6月30日まで　　　：1.30

⑤平成30年7月1日以降　　　　　　　　　　　　 ：1.38

(7)譲渡制限

Ａ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

(8)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

①当社は、Ａ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

②当社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え

ない。

③当社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

(9)その他

上記各項は、Ａ種種類株式の発行について株主総会決議が得られていることを条件とする。

(10)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。
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(11)議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 
４．Ｂ種種類株式の内容は以下の通りであります。

(1)剰余金の配当

①Ｂ種配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準

日（以下「Ｂ種配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種種類株主等に対し、Ｂ種

配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主等と同順位で、Ｂ種種類株式１株につき、Ｂ種種

類株式1株当たりの下記(4)．①に定めるＢ種残余財産分配額に、下記②に定める配当年率（以下「Ｂ種配当年

率」という。）を乗じて算出した額の金銭（以下「Ｂ種配当金」という。）の配当をする。なお、Ｂ種配当金

に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該

端数は切り捨てる。

②Ｂ種配当年率

Ｂ種配当年率は、Ｂ種配当基準日を基準日として普通株式に対して行われる普通株式１株当たりの剰余金の配

当の額をＢ種配当基準日から起算して３取引日前の日（同日を含む。）に先立つ連続する30取引日（以下、本

②において「Ｂ種配当年率算定期間」という。）の東京証券取引所が公表する当社の普通株式の普通取引のＶ

ＷＡＰの平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）で除して得られた比率

とする。なお、Ｂ種配当年率算定期間中に下記(6)．⑤に規定する事由が生じた場合は、上記のＶＷＡＰの平均

値は下記(4)．⑤に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

③非参加条項

Ｂ種種類株主等に対しては、上記①のほか、剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で

行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設

分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当

についてはこの限りではない。

④非累積条項

ある事業年度においてＢ種種類株主等に対してする剰余金の配当の額がＢ種配当金の額にしないときは、その

不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(2)残余財産の分配

①残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、かつ、Ａ種種類株主等と

同順位で、Ｂ種種類株式１株につき、Ｂ種種類株式１株当たり1,000,000円（以下「Ｂ種残余財産分配額」とい

う。）を支払う。なお、Ｂ種残余財産分配額に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類株式の数を乗じた

金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

②非参加条項

Ｂ種種類株主等に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

(3)議決権

Ｂ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
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(4)普通株式を対価とする取得請求権

①普通株式対価取得請求権

Ｂ種種類株主は、いつでも、当社に対して、下記②に定める数の普通株式（以下「請求対象普通株式（Ｂ

種）」という。）の交付と引換えに、その有するＢ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること

（以下「普通株式対価取得請求（Ｂ種）」という。）ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求

（Ｂ種）に係るＢ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式

（Ｂ種）を、当該Ｂ種種類株主に対して交付するものとする。

②Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求（Ｂ種）に係るＢ種種類株式

の数にＢ種残余財産分配額を乗じて得られる額を、下記③乃至⑥で定める取得価額で除して得られる数とす

る。また、普通株式対価取得請求（Ｂ種）に係るＢ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に

１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に

定める金銭の交付は行わない。

③当初取得価額

取得価額は、当初、145.4円（以下、本項において「当初取得価額（Ｂ種）」という。）とする。

④取得価額の修正

取得価額は、平成27年３月12日（同日を含む。）以降の毎年３月12日及び９月12日（以下「Ｂ種修正日」とい

う。）に、Ｂ種修正日における時価（以下に定義する。）の92％に相当する額（円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。）に修正され（以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額（Ｂ

種）」という。）、修正後取得価額（Ｂ種）は同日より適用される。但し、当該価額が当初取得価額（Ｂ種）

の110％に相当する額（以下「Ｂ種上限取得価額」という。）を上回る場合には、修正後取得価額（Ｂ種）はＢ

種上限取得価額とし、50円（以下「Ｂ種下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額（Ｂ

種）はＢ種下限取得価額とする。

「Ｂ種修正日における時価」とは、各Ｂ種修正日に先立つ連続する30取引日（以下、本④において「取得価額

算定期間（Ｂ種）」という。）の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のＶＷＡＰの平均値

（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

なお、取得価額算定期間（Ｂ種）中に下記⑤に規定する事由が生じた場合、上記のＶＷＡＰの平均値は下記⑤

に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
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⑤取得価額の調整

イ以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

(a)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、

株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通

株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償

割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替え

る。

調整後取得価額　＝　調整前取得価額　
×　

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

 
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに係

る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

(b)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額

を調整する。

調整後取得価額　＝　調整前取得価額　
×　

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

 
(c)下記ニに定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普

通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑤において同じ。）の取得による場合、普通株

式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付

する場合を除く。）、次の取得価額調整式により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日（払

込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主割当日を定めた場合は当該株主割

当日の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における

「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株

式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

 (発行済普通株式数
－当会社が保有する
　普通株式の数)

新たに発行する
普通株式の数

×
１株当たり
払込金額

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×

普通株式１株あたりの時価

(発行済普通株式数－当会社が保有する普通株式の数)
＋新たに発行する普通株式の数

 

 
(d)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記ニに定める普通株式１株当たりの

時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償

割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以

下本(d)において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準

日を定めた場合は当該基準日。以下本(d)において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発

行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整

式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とす

る。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以

降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
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(e)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新

株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記ニに定める普通株式１株当たりの時価を下回る価

額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場

合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新

株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(e)において同じ。）に、また株主割

当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式

が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たり

の新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計

額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の

翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合

にはその翌日以降、これを適用する。但し、本(e)による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締

役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権

には適用されないものとする。

ロ上記イに掲げた事由によるほか、下記(a)乃至(c)のいずれかに該当する場合には、当社はＢ種種類株主等に対

して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通

知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

(a)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分

割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取

得価額の調整を必要とするとき。

(b)取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(c)その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生

ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

ハ取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

ニ取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取

引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のＶＷＡＰの平均値とする。

ホ取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまると

きは、取得価額の調整はこれを行わない。

⑥Ｂ種上限取得価額及びＢ種下限取得価額の調整

上記⑤の規定により取得価額の調整を行う場合には、Ｂ種上限取得価額及びＢ種下限取得価額についても、

「取得価額」を「Ｂ種上限取得価額」又は「Ｂ種下限取得価額」に読み替えた上で上記⑤の規定を準用して同

様の調整を行う。

⑦普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

⑧普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記⑦に記載する普通株式対価取得請

求受付場所に到達したときに発生する。

⑨普通株式の交付方法
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当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたＢ種種類株主に対して、当該

Ｂ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式

の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

(5)譲渡制限

Ｂ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

(6)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

①当社は、Ｂ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

②当社は、Ｂ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え

ない。

③当社は、Ｂ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

(7)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

(8)議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
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(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありせん。

 
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 
(百万円)

資本金残高

 
(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成26年７月８日

(注) １
2,500 162,684,920 1,250 16,324 1,250 6,789

平成26年７月８日

(注) ２
─ 162,684,920 △15,324 1,000 △6,539 250

 

(注)１．有償第三者割当（Ａ種種類株式）

 発行価格　　　1,000,000円

 資本組入額　　500,000円

 割当先　　　　ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合

　　２．平成26年７月８日(効力発生日)をもって資本金並びに資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振

り替えております。

 
(6) 【所有者別状況】

①普通株式

平成27年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関
金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等 個人

その他
計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ 39 55 224 102 10 9,212 9,642 －

所有株式数
(単元)

－ 32,183 4,995 32,879 23,598 72 68,161 161,888 794,420

所有株式数
の割合
(％)

－ 19.87 3.08 20.30 14.57 0.04 42.10 100.00 －

 

(注)　自己株式17,529,456株は「個人その他」に17,529単元、「単元未満株式の状況」に456株含まれております。

 
②Ａ種種類株式

平成27年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関
金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等 個人

その他
計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ － － 1 － － － 1 －

所有株式数
(単元)

－ － － 2,500 － － － 2,500 －

所有株式数
の割合
(％)

－ － － 100.00 － － － 100.00 －
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(7) 【大株主の状況】

平成27年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

新日鐵住金株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 11,504 7.07

RBC ISB A/C DUB NON RESIDENT
- TREATY RATE
（常任代理人　シティバンク銀
行株式会社）

14 PORTE DE FRANCE, ESCH-SUR-ALZETTE,
LUXEMBOURG, L-4360
(東京都新宿区新宿６丁目27番30号)

8,300 5.10

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 4,617 2.83

株式会社ハイレックスコーポ
レーション

兵庫県宝塚市栄町１丁目12番28号 4,000 2.45

東京ロープ共栄会 東京都中央区日本橋３丁目６－２ 3,724 2.28

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,211 1.97

横浜ゴム株式会社 東京都港区新橋５丁目36－11 2,671 1.64

CBHK-KSD-WOORI
（常任代理人　シティバンク銀
行株式会社）

34-6 　　YEOUIDO-DONG,YEOUNGDEUNGPO-
GU,SEOUL,KOREA
(東京都新宿区新宿６丁目27番30号)

2,591 1.59

株式会社日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町２丁目101 1,900 1.16

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７丁目18－24 1,808 1.11

計 － 44,327 27.24
 

(注)　上記の他、当社は自己株式17,529千株(10.77％)を所有しております。

 

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

平成27年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

(個)

総株主の議決
権に対する所
有議決権数の
割合(％)

新日鐵住金株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 11,504 7.97

RBC ISB A/C DUB NON RESIDENT
- TREATY RATE
（常任代理人　シティバンク銀
行株式会社）

14 PORTE DE FRANCE, ESCH-SUR-ALZETTE,
LUXEMBOURG, L-4360
(東京都新宿区新宿６丁目27番30号)

8,300 5.75

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 4,617 3.19

株式会社ハイレックスコーポ
レーション

兵庫県宝塚市栄町１丁目12番28号 4,000 2.77

東京ロープ共栄会
東京都中央区日本橋３丁目６－２日本橋フロ
ント３階

3,724 2.58

横浜ゴム株式会社 東京都港区新橋５丁目36－11 3,211 2.22

CBHK-KSD-WOORI
（常任代理人　シティバンク銀
行株式会社）

34-6, YEOUIDO-DONG,YEOUNGDEUNGPO-
GU,SEOUL,KOREA
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

2,671 1.85

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,591 1.79

株式会社日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町２丁目101 1,900 1.31

東京製綱グループ従業員持株会
東京都中央区日本橋３丁目６－２日本橋フロ
ント３階

1,808 1.25

計 ― 44,326 30.71
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
A種種類株式

2,500
－

（１）株式の総数等に 記載の
とおり

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）
－ －

普通株式 17,529,000
（相互保有株式）

－ －
普通株式 50,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 144,309,000 144,309 －

単元未満株式 普通株式 794,420 － －

発行済株式総数  162,684,920 － －

総株主の議決権 － 144,309 －
 

(注)　単元未満株式には、東洋製綱㈱所有の相互保有株式235株及び当社所有の自己株式456株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

平成27年３月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式） 東京都中央区日本橋     

東京製綱株式会社 ３丁目６－２ 17,529,000 － 17,529,000 10.77

（相互保有株式）      

　東洋製綱株式会社 大阪府貝塚市浦田町175 50,000 － 50,000 0.03

計 － 17,579,000 － 17,579,000 10.80
 

 
(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】（会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得）

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 
区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 30,217 5,876,310

当期間における取得自己株式 5,315 1,069,345
 

(注)　当期間における取得自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他(単元未満株式の売渡請求に
よる売渡)

2,579 482,778 － －

保有自己株式数 17,529,456 － 17,534,771 －
 

(注)１．当期間における処理自己株式には、平成27年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

売渡しによる株式は含まれておりません。

　　２．当期間における保有自己株式数には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、各期の連結業績に応じた利益の配分を基本として、当期の業績、財務諸表等を総合的に考慮し利益配当を

決定することとしております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は取締役

会であります。

当期におきましては、各事業の設備投資や種類株式償還のための内部資金需要の状況を鑑み、誠に遺憾ながら、普

通株式にかかる期末配当を無配とし、Ａ種種類株式にかかる期末配当を１株につき32,917.80円とさせていただきま

す。

内部留保資金は、将来にわたる株主利益確保に向けて、新規事業の展開、新製品の開発、国内外の生産販売体制の

整備などに活用する予定であります。

なお、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中

間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

　（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株あたり配当額
（円）

平成27年５月13日
取締役会決議

Ａ種種類株式 82 32,917.80
 

 
４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

普通株式

 

回次 第212期 第213期 第214期 第215期 第216期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

最高(円) 322 347 171 185 256

最低(円) 155 140 78 104 120
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

 
Ａ種種類株式

当社Ａ種種類株式は、非上場であるため、該当事項はありません。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

普通株式

 

月別 平成26年10月 11月 12月 平成27年１月 ２月 ３月

最高(円) 175 217 256 246 221 206

最低(円) 152 165 198 218 197 183
 

(注)　上記の株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 
Ａ種種類株式

当社Ａ種種類株式は、非上場であるため、該当事項はありません。
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５ 【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役
 田中　重人 昭和18年１月14日生

昭和42年４月 富士製鐵㈱入社

(注)４
普通株式

327

平成10年６月 新日本製鐵㈱取締役就任

平成13年４月 顧問

平成13年６月 代表取締役副社長就任

平成14年４月 代表取締役社長就任

平成22年６月 代表取締役会長就任(現)

取締役社長

代表取締役
 中村　裕明 昭和30年２月４日生

昭和54年４月 入社

(注)４
普通株式

96

平成18年７月 東京製綱ベトナム有限責任会社社

長

平成22年６月 執行役員就任

鋼線事業部長

平成24年６月 取締役就任

鋼線事業部長兼経営企画部長、購

買物流部長、経理部・ＩＴ企画部

管掌

平成25年７月 技術開発本部副本部長兼ＩＴ企画

部長、経営企画部・経理部・資金

部・購買物流部管掌

平成26年６月 代表取締役社長就任(現)

常務取締役

総務部長

人事部

経営企画部

経理部

資金部

内部監査室

環境安全

防災室管掌

佐藤　和規 昭和26年８月10日生

昭和45年10月 入社

(注)４
普通株式

82

平成18年４月 コーポレート統括本部総務部長

平成20年４月 執行役員就任

平成21年６月 取締役就任

平成23年６月 総務部長、人事部・環境安全防災

室管掌

平成24年６月 常務取締役就任(現)

平成27年６月 総務部長、人事部・経営企画部・

経理部・資金部・内部監査室・環

境安全防災室管掌(現)

常務取締役

ＴＣＴ推進

本部長兼

ＴＣＴ企画

室長

首藤　洋一 昭和31年９月14日生

昭和54年４月 入社

(注)４
普通株式

40

平成19年４月 東京製綱繊維ロープ㈱商品開発部

長

平成21年６月 新事業推進本部副本部長

平成22年６月 ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＣＦＣ

Ｃプロジェクト班長

平成23年６月 執行役員就任

ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ

事業開発部長

平成24年６月 取締役就任

ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ

事業開発部長

平成26年６月 常務取締役就任(現)

ＴＣＴ推進本部長兼ＴＣＴ事業開

発部長兼ＴＣＴ企画室長

平成27年４月 ＴＣＴ推進本部長兼ＴＣＴ企画室

長(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役

ス チ ー ル

コード事業

部長兼技術

開発本部管

掌

浅野　正也 昭和35年２月23日生

昭和58年４月 入社

(注)４
普通株式

38

平成21年８月 コーポレート統括本部人事部長兼

経営企画室部長

平成23年６月 執行役員就任

鋼索事業部長兼東京製綱ベトナム

有限責任会社会長

平成24年６月 取締役就任(現)

平成24年７月 鋼索事業部長兼技術開発本部副本

部長

平成24年10月 ㈱東綱ワイヤロープ東日本取締役

社長

平成25年４月 鋼索鋼線事業部長兼技術開発本部

副本部長

平成27年４月 スチールコード事業部長兼技術開

発本部管掌兼東京製綱（常州）有

限公司董事長兼東京製綱海外事業

投資株式会社取締役社長（現）

取締役

人事部長兼

経理部長兼

購買物流部

長

中原　良 昭和37年８月１日生

昭和60年４月 入社

(注)４
普通株式

19

平成21年６月 コーポレート統括本部経理部長

平成22年６月 コーポレート統括本部企画財務部

部長

平成24年７月 経理部長兼経営企画部部長兼ＩＴ

企画部長

平成26年４月 執行役員就任

人事部長兼経理部長

平成26年６月 取締役就任(現)

人事部長兼経理部長、購買物流部

管掌

平成27年４月 人事部長兼経理部長兼購買物流部

長(現)

取締役

経営企画部

長兼資金部

長ＩＴ企画

部長

堀内　久資 昭和37年４月２日生

昭和62年４月 入社

(注)４
普通株式

25

平成22年６月 コーポレート統括本部企画財務部

部長

平成23年６月 人事部長

平成25年７月 経営企画部長兼資金部長

平成26年４月 執行役員就任

平成26年６月 取締役就任(現)

経営企画部長兼資金部長兼ＩＴ企

画部長(現)

取締役  増渕　稔 昭和18年11月３日生

昭和41年４月 日本銀行入行

(注)４
普通株式

16

平成10年７月 同行理事

平成14年７月 日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問

平成16年６月 日本証券金融㈱代表取締役社長

平成22年６月 取締役就任(現)

平成24年６月 日本証券金融㈱代表取締役会長

(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

監査役  村田　秀樹 昭和26年10月10日生

昭和49年４月 入社

(注)５
普通株式

119

平成14年４月 土浦工場長

平成14年６月 取締役就任

平成19年４月 鋼索鋼線事業部長

平成20年４月 常務取締役就任

平成22年６月 技術開発本部長

平成23年６月 技術開発本部長兼ＴＣＴ推進本部

副本部長

平成26年６月 監査役就任(現)

監査役  小田木　毅 昭和17年９月14日生

昭和45年４月 石井法律事務所入所　弁護士(現)

(注)５
普通株式

29

平成14年６月 雪印乳業株式会社監査役

平成16年１月 有限責任中間法人食肉科学技術研

究所(現一般社団法人食肉科学研究

所)監事(現)

平成19年６月 財団法人東京水産振興会理事(現)

平成20年６月 月島機械株式会社第三者委員会委

員長(現)

平成21年10月 雪印メグミルク株式会社監査役

平成23年６月 監査役就任(現)

平成25年６月 月島機械株式会社補欠監査役就任

(現)

監査役  山上　純一 昭和27年12月16日生

昭和50年４月 ㈱第一勧業銀行入行

(注)５
普通株式

13

平成13年２月 同行融資企画室長

平成14年４月 ㈱みずほ銀行執行役役員秘書室長

平成16年３月 同行執行役員就任

平成16年４月 同行常務執行役員就任

平成18年３月 同行理事

平成18年10月 ㈱ぎょうせい専務執行役員

平成18年12月 同社取締役副社長就任

平成23年６月 清和綜合建物㈱監査役就任

平成24年６月 監査役就任(現)

名古屋ビルディング株式会社取締

役社長（現）

監査役  林　俊雄 昭和30年６月３日生

昭和55年４月 入社

(注)５
普通株式

13

平成18年４月 鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部

長

平成18年10月 東京製綱スチールコード株式会社

総務部長

平成22年５月 コーポレート統括本部人事部部長

平成24年７月 人事部部長兼総務部部長

平成26年７月 総務部部長

平成27年６月 監査役就任(現)

   計
  

 
普通株式

821
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(注)１　取締役増渕稔は、社外取締役であります。

２　監査役小田木毅及び山上純一は、社外監査役であります。

３　当社では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務

執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しておりま

す。

執行役員は12名で、取締役７名のほか、清水訓雄(エンジニアリング事業部長兼環境建材部長兼技術開発部

長、海外エンジニアリング事業部管掌)、田代元司(海外エンジニアリング事業部長)、畠山浩嗣(東綱スチー

ルコード㈱取締役社長)、守谷敏之(鋼索鋼線事業部長兼営業本部長兼技術開発本部副本部長兼東綱ワイヤ

ロープ販売㈱取締役社長)、原田英幸(鋼索鋼線事業部副事業部長兼生産本部長兼土浦工場長)の５名で構成さ

れております。

４　取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

５　監査役村田秀樹、小田木毅、山上純一、林俊雄の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から

平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　

６　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役

１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

　東　聖高 昭和24年９月18日生

昭和48年８月 ㈱第一勧業銀行入行

(注) ―

平成13年６月 同行執行役員人事室長

平成14年４月 ㈱みずほ銀行常務執行役員就任

平成18年４月 清水建設㈱常務執行役員就任

平成21年６月 日本電設工業㈱監査役就任(現)

平成21年６月 ㈱ユウシュウ建設取締役社長就任(現)

平成22年６月 清和綜合建物㈱監査役就任(現)
 

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

 
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、継続的に企業価値の向上を実現し市場の信任を得ることを全ての活動の基礎と位置付けております。

この基本方針を実現するため、コンプライアンスの推進や、刻々と変化する経営環境にスピーディ且つ弾力的に

対応出来る経営体制の構築、経営の健全性を維持するための経営の透明性確保等を実践し、コーポレート・ガバ

ナンスを強化するよう努めております。

 
②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

当社は執行役員制度を導入しており、経営の意思決定と業務執行を明確に分離して、取締役会の機能を経営上

の意思決定機能と取締役に対するチェック機能に重点化しております。一方、業務執行上の重要事項等の決定

は、執行役員を構成員とする経営会議において行うこととしており、意思決定及び業務執行の効率化・迅速化、

取締役会による取締役の職務の執行に対する監督機能の強化を図っております。

取締役会は提出日現在、社外取締役１名を含む取締役８名、社外監査役２名を含む監査役４名で構成され、毎

月１回以上開催されております。また、経営会議は提出日現在、執行役員12名、監査役２名を構成メンバーとし

て毎月２回以上開催しております。

なお、当社及び子会社からなる企業集団において、取締役及び従業員が法令・定款はもとより社会規範・企業

倫理を遵守することにより、当社及び子会社の業務執行の適正を確保するための指針として「東京製綱グループ

行動指針」を制定し、周知徹底を図っております。

さらに、当社はコンプライアンスの強化を基本方針に掲げ、グループ各社共通のコンプライアンスを含む事業

上のリスクの検出・対応方法・チェック体制・是正措置等の実行手順を「リスク管理規定」として文書化し、研

修等を通じ周知を図っております。

また、取締役・使用人による職務の執行が、法令・定款及び社内規定に違反することなく適切に行われている

かどうかをチェックするため、内部監査室を設置し業務監査を実施しております。特に、環境面・安全面におい

て関係法令に違反した業務執行が行われることがないよう環境安全防災室を設置し、当社グループの全社的な管

理を実施しております。

その他、社内通報者保護規定を制定し、社内において法令・定款及び社内規定違反行為又は反倫理的行為が為

されたこと、若しくは為されようとしていることに気づいた場合、速やかに人事部長に通報させ、通報者に対し

ては不利益な取扱いを行わないことを明文化する等、体制を整備しております。

 
③内部監査及び監査役監査

内部監査室は専任者２名からなり、当社グループの全業務のリスクと対応方法を文書化した「内部統制チェッ

クシート」を作成し、「内部統制チェックシート」に基づき、子会社等を含む全部門の監査を実施しておりま

す。

当社は監査役会設置会社であり、監査役４名のうち２名は異なる経歴に基づく専門知識を有する純粋社外監査

役であります。監査役は経営トップに対する独立性を保持しつつ、取締役会への出席を通じて意思決定の適正性

についてチェックを行っております。また、常勤の監査役は経営会議等の経営上の重要会議についても出席する

こととしており、重要事項の決定に際し、監査役によるチェックが行えるよう体制を整備しております。

また、監査役監査が実効的に行われるために、会計監査人である新日本有限責任監査法人と、定期的に情報及

び意見の交換を行っており、更に必要に応じて、会計監査人、顧問弁護士等の意見を求め、内部監査室より内部

監査の結果の報告を受ける体制を整備しております。
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④社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

社外取締役増渕稔は、当社の株式を16千株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他

の利害関係はありません。社外監査役小田木毅は、当社の株式を29千株所持しておりますが、それ以外の人的、

資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役山上純一は、㈱みずほ銀行の出身者であり、同

行と当社の間には借入取引及び営業取引があります。また、同社グループは当社の株式を989千株保持しておりま

す。なお同氏は、当社の株式を13千株所持しておりますが、当社との人的、資本的又は取引関係その他の利害関

係はありません。

当社は、利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能

の強化を図っております。

社外取締役増渕稔は、会社経営者としての豊富な経験を有し、かつ金融の専門家として幅広い実績と識見を有

しており、経営上の妥当性・合理性の判断を期待して選任しております。また、社外監査役小田木毅は、弁護士

としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うことを期待して選任しております。社外監

査役山上純一は、他の法人における監査役としての豊富な経験を有し、かつ金融の専門家として幅広い実績と識

見を有しており、当社の監査体制の強化を期待して選任しております。

社外取締役は取締役会等、社外監査役は取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席し、これまでの業務経験

を活かし、独立した立場での適切な意見・助言を行っております。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めてお

りませんが、経営者としての経験又は専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役

割が期待され、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを基本的な考え方として、それぞれ選任しておりま

す。

なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携

ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされており

ます。

 
責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第

427条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う契約を締結しております。なお、当責任限定が認め

られるのは、社外取締役及び社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が

ないときに限るものとしております。
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⑤役員の報酬等

イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック・
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

155 155 － － － 10

監査役
(社外監査役を除く。)

34 34 － － － 3

社外役員 23 23 － － － 4
 

 
ロ使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 
ハ役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役及び監査役に対する報酬限度額は、平成19年６月28日開催の第208期定時株主総会において取締

役の報酬額を300百万円(年額)以内(ただし使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を65百万円(年額)以内

と決議いただいております。

EDINET提出書類

東京製綱株式会社(E01378)

有価証券報告書

 47/110



 

⑥株式の保有状況

イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 48銘柄

貸借対照表計上額の合計額 8,039百万円
 

 
ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(百万円)
保有目的

横浜ゴム㈱ 1,501,746 1,456 取引先との関係強化を目的

㈱ハイレックスコーポレー
ション

514,272 1,345 取引先との関係強化を目的

東洋ゴム工業㈱ 881,675 644 取引先との関係強化を目的

㈱日立製作所 534,000 406 取引先との関係強化を目的

新日鐵住金㈱ 1,274,425 359 取引先との関係強化を目的

三菱商事㈱ 133,639 256 取引先との関係強化を目的

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

449,810 255 取引先との関係強化を目的

㈱三井住友フィナンシャル
グループ

50,923 224 取引先との関係強化を目的

三井住友トラスト・ホール
ディングス㈱

427,526 199 取引先との関係強化を目的

旭ダイヤモンド工業㈱ 140,000 183 取引先との関係強化を目的

住友ゴム工業㈱ 136,069 178 取引先との関係強化を目的

ニチモウ㈱ 515,000 96 取引先との関係強化を目的

清水建設㈱ 170,600 91 取引先との関係強化を目的

住友重機械工業㈱ 208,000 87 取引先との関係強化を目的

ＫＩＳＷＩＲＥ　ＬＴＤ 22,500 83 取引先との関係強化を目的

日本フエルト㈱ 141,000 64 取引先との関係強化を目的

㈱みずほファイナンシャル
グループ

274,050 55 取引先との関係強化を目的

岡谷鋼機㈱ 41,000 53 取引先との関係強化を目的

㈱ユーシン 84,000 52 取引先との関係強化を目的

三井物産㈱ 29,345 42 取引先との関係強化を目的

㈱丸運 162,800 39 取引先との関係強化を目的

東京海上ホールディングス
㈱

12,435 38 取引先との関係強化を目的

モロゾフ㈱ 100,000 32 取引先との関係強化を目的

日立建機㈱ 12,947 25 取引先との関係強化を目的

山陽特殊製鋼㈱ 45,000 19 取引先との関係強化を目的

ＭＳ＆ＡＤホールディング
ス

6,570 15 取引先との関係強化を目的

三井金属 51,250 12 取引先との関係強化を目的

㈱クラレ 9,000 10 取引先との関係強化を目的

東邦亜鉛㈱ 25,000 7 取引先との関係強化を目的

日本コンクリート工業㈱ 20,000 7 取引先との関係強化を目的
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（当事業年度）

特定投資株式

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(百万円)
保有目的

㈱ハイレックスコーポレー
ション

514,272 1,874 取引先との関係強化を目的

横浜ゴム㈱ 1,501,746 1,862 取引先との関係強化を目的

東洋ゴム工業㈱ 440,837 955 取引先との関係強化を目的

㈱日立製作所 534,000 439 取引先との関係強化を目的

新日鐵住金㈱ 1,318,758 398 取引先との関係強化を目的

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

449,810 334 取引先との関係強化を目的

住友ゴム工業㈱ 136,069 301 取引先との関係強化を目的

㈱三井住友フィナンシャル
グループ

50,923 234 取引先との関係強化を目的

三井住友トラスト・ホール
ディングス㈱

427,526 211 取引先との関係強化を目的

旭ダイヤモンド工業㈱ 140,000 192 取引先との関係強化を目的

住友重機械工業㈱ 208,000 163 取引先との関係強化を目的

清水建設㈱ 170,600 138 取引先との関係強化を目的

ＫＩＳＷＩＲＥ　ＬＴＤ 22,500 126 取引先との関係強化を目的

ニチモウ㈱ 515,000 103 取引先との関係強化を目的

日本フエルト㈱ 141,000 76 取引先との関係強化を目的

岡谷鋼機㈱ 8,200 67 取引先との関係強化を目的

㈱ユーシン 84,000 66 取引先との関係強化を目的

㈱みずほファイナンシャル
グループ

274,050 57 取引先との関係強化を目的

東京海上ホールディングス
㈱

12,435 56 取引先との関係強化を目的

三井物産㈱ 29,345 47 取引先との関係強化を目的

㈱丸運 162,800 42 取引先との関係強化を目的

モロゾフ㈱ 100,000 38 取引先との関係強化を目的

日立建機㈱ 12,947 27 取引先との関係強化を目的

山陽特殊製鋼㈱ 45,000 22 取引先との関係強化を目的

ＭＳ＆ＡＤホールディング
ス

6,570 22 取引先との関係強化を目的

㈱クラレ 9,000 14 取引先との関係強化を目的

三井金属 51,250 14 取引先との関係強化を目的

日本コンクリート工業㈱ 20,000 9 取引先との関係強化を目的

東邦亜鉛㈱ 25,000 9 取引先との関係強化を目的

前田建設工業㈱ 10,000 8 取引先との関係強化を目的
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⑦取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。

 
⑧取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 
⑨剰余金の配当等の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第５項及び第459条第１項第４号

の規定により、取締役会の決議によって、配当を行うことができる旨定款に定めております。

 
⑩自己の株式の取得

当社は、経営環境等の変化に速やかに対応するため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議に

よって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

 
⑪取締役および監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締

役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除する

ことができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十

分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 
⑫株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う

旨定款に定めております。

 
⑬種類株式に関する事項

イ単元株式数

普通株式の単元株式数は1,000株でありますが、Ａ種種類株式には議決権がないため、単元株式数は１株とし

ております。

ロ議決権の有無及び内容の差異並びにその理由

普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、Ａ種種類株式は、株主総会において議決権を

有しません。これは、Ａ種種類株式が株主総会において議決権を行使することを目的とする株式でないことか

ら議決権がない内容としたものであります。
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⑭会計監査の状況

イ業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

公認会計士等の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数

業務執行社員
廿楽　眞明 新日本有限責任

監査法人

―

村山　孝 ―
 

(注)　継続監査年数は、７年以内のため記載しておりません。

 

ロ業務執行社員を除く監査業務従事者

公認会計士　15名　　その他　14名

 
(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区    分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 38 － 42 －

連結子会社 0 － 0 －

計 38 － 42 －
 

 
②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

当社連結子会社である東京製綱(常州)有限公司、東京製綱(常州)機械有限公司、東京製綱ベトナム有限責任会

社及び東京製綱マレーシア株式有限責任会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している

Ernst＆Young,China、Ernst＆Young,Vietnam及びErnst＆Young,Malaysiaに対して、監査証明業務に相当する報酬

として、10百万円を支払っております。

当連結会計年度

当社連結子会社である東京製綱ベトナム有限責任会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属

しているErnst＆Young,Vietnamに対して、監査証明業務に相当する報酬として、２百万円を支払っております。

 
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

 
④【監査報酬の決定方針】

当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査計画等総合的に勘案

し、両者で協議の上、報酬金額を決定しております。なお、本決定においては、監査役会の同意を得ておりま

す。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)　当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 

(2)　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成26年４月１日から平成27年３月

31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）の財務諸表について、新日

本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法

人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,242 4,708

  受取手形及び売掛金 17,533 14,819

  商品及び製品 5,623 5,383

  仕掛品 4,360 3,751

  原材料及び貯蔵品 4,053 3,655

  繰延税金資産 1,152 762

  その他 1,394 1,413

  貸倒引当金 △369 △541

  流動資産合計 35,990 33,953

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） ※５  9,815 ※５  9,968

   機械装置及び運搬具（純額） ※５  4,528 ※５  6,548

   土地 ※５,※６  19,862 ※５,※６  19,819

   リース資産（純額） 975 614

   建設仮勘定 1,323 525

   その他（純額） 311 375

   有形固定資産合計 ※１  36,817 ※１  37,853

  無形固定資産 323 339

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※４  8,423 ※４  10,463

   退職給付に係る資産 138 109

   繰延税金資産 2,823 2,022

   その他 ※４  4,156 ※４  3,957

   貸倒引当金 △1,752 △1,446

   投資その他の資産合計 13,788 15,107

  固定資産合計 50,929 53,300

 繰延資産 19 5

 資産合計 86,938 87,259
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 13,300 11,712

  短期借入金 ※５  12,714 ※５  10,196

  未払費用 3,974 3,459

  賞与引当金 810 845

  その他 4,228 3,849

  流動負債合計 35,027 30,063

 固定負債   

  長期借入金 ※５  23,702 ※５  20,928

  リース債務 1,082 741

  再評価に係る繰延税金負債 5,326 4,856

  役員退職慰労引当金 149 180

  退職給付に係る負債 6,481 6,027

  資産除去債務 524 521

  その他 ※５  1,381 ※５  1,619

  固定負債合計 38,649 34,875

 負債合計 73,677 64,939

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 15,074 1,000

  資本剰余金 8,574 3,781

  利益剰余金 △17,406 7,816

  自己株式 △3,276 △3,281

  株主資本合計 2,965 9,316

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 600 1,936

  土地再評価差額金 ※６  10,009 ※６  10,474

  為替換算調整勘定 △644 120

  退職給付に係る調整累計額 △1,704 △1,586

  その他の包括利益累計額合計 8,260 10,944

 少数株主持分 2,035 2,058

 純資産合計 13,261 22,320

負債純資産合計 86,938 87,259
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 70,865 73,315

売上原価 ※１  57,826 ※１  59,408

売上総利益 13,038 13,907

販売費及び一般管理費 ※２,※３  9,649 ※２,※３  9,959

営業利益 3,389 3,948

営業外収益   

 受取利息 28 23

 受取配当金 280 174

 為替差益 848 1,148

 貸倒引当金戻入額 255 325

 その他 518 383

 営業外収益合計 1,931 2,056

営業外費用   

 支払利息 924 821

 資金調達費用 592 154

 その他 261 583

 営業外費用合計 1,778 1,560

経常利益 3,541 4,444

特別利益   

 投資有価証券売却益 1,342 260

 事業譲渡益 － 147

 その他 － 8

 特別利益合計 1,342 417

特別損失   

 関係会社整理損 － 209

 事業構造改革費用 ※４  713 －

 その他 21 52

 特別損失合計 735 262

税金等調整前当期純利益 4,148 4,599

法人税、住民税及び事業税 345 261

法人税等調整額 △967 492

法人税等合計 △622 753

少数株主損益調整前当期純利益 4,771 3,845

少数株主利益 23 22

当期純利益 4,747 3,822
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 4,771 3,845

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △375 1,336

 土地再評価差額金 － 469

 為替換算調整勘定 △1,493 497

 退職給付に係る調整額 － 117

 持分法適用会社に対する持分相当額 413 267

 その他の包括利益合計 ※１  △1,455 ※１  2,689

包括利益 3,316 6,534

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 3,292 6,511

 少数株主に係る包括利益 23 22
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③【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 15,074 8,574 △22,058 △3,272 △1,682

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,074 8,574 △22,058 △3,272 △1,682

当期変動額      

剰余金の配当     ―

当期純利益   4,747  4,747

自己株式の取得    △4 △4

自己株式の処分  △0  0 0

連結範囲の変動   28  28

持分法の適用範囲の

変動
  △124  △124

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

    ―

当期変動額合計 ― △0 4,651 △3 4,647

当期末残高 15,074 8,574 △17,406 △3,276 2,965
 

 

 
その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 975 10,009 435 ― 11,420 2,059 11,796

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    ―  ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
975 10,009 435 ― 11,420 2,059 11,796

当期変動額        

剰余金の配当       ―

当期純利益       4,747

自己株式の取得       △4

自己株式の処分       0

連結範囲の変動       28

持分法の適用範囲の

変動
      △124

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△375 ― △1,080 △1,704 △3,159 △23 △3,182

当期変動額合計 △375 ― △1,080 △1,704 △3,159 △23 1,465

当期末残高 600 10,009 △644 △1,704 8,260 2,035 13,261
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 当連結会計年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 15,074 8,574 △17,406 △3,276 2,965

会計方針の変更によ

る累積的影響額
  29  29

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,074 8,574 △17,377 △3,276 2,994

当期変動額      

剰余金の配当     ―

新株の発行 1,250 1,250   2,500

減資 △15,324 15,324   ―

欠損填補  △21,366 21,366  ―

当期純利益   3,822  3,822

土地再評価差額金の

取崩
  5  5

自己株式の取得    △5 △5

自己株式の処分  △0  0 0

連結範囲の変動   0  0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

    ―

当期変動額合計 △14,074 △4,792 25,194 △5 6,322

当期末残高 1,000 3,781 7,816 △3,281 9,316
 

 

 
その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 600 10,009 △644 △1,704 8,260 2,035 13,261

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    ―  29

会計方針の変更を反映

した当期首残高
600 10,009 △644 △1,704 8,260 2,035 13,290

当期変動額        

剰余金の配当       ―

新株の発行       2,500

減資       ―

欠損填補       ―

当期純利益       3,822

土地再評価差額金の

取崩
      5

自己株式の取得       △5

自己株式の処分       0

連結範囲の変動       0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

1,336 464 765 117 2,684 22 2,707

当期変動額合計 1,336 464 765 117 2,684 22 9,029

当期末残高 1,936 10,474 120 △1,586 10,944 2,058 22,320
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 4,148 4,599

 減価償却費 1,793 2,002

 負ののれん発生益 △22 －

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 120 93

 賞与引当金の増減額（△は減少） 29 34

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 36 39

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △71 △228

 受取利息及び受取配当金 △308 △197

 支払利息 924 821

 持分法による投資損益（△は益） △192 △129

 投資有価証券売却損益（△は益） △1,342 △260

 事業構造改革費用 713 －

 関係会社整理損 － 209

 その他の特別損益（△は益） 21 44

 売上債権の増減額（△は増加） △1,099 3,273

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,244 1,600

 その他の資産の増減額（△は増加） 81 △1,000

 仕入債務の増減額（△は減少） △700 △1,288

 前受金の増減額（△は減少） 794 △717

 未払消費税等の増減額（△は減少） △1 146

 その他の負債の増減額（△は減少） △291 △200

 小計 3,390 8,842

 利息及び配当金の受取額 376 242

 利息の支払額 △919 △820

 役員退職慰労金の支払額 △92 △73

 法人税等の支払額 △374 △347

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,379 7,844

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出 △1,806 △587

 投資有価証券の売却による収入 2,584 830

 関係会社株式の取得による支出 △25 －

 貸付けによる支出 △163 △168

 貸付金の回収による収入 139 163

 有形固定資産の取得による支出 △2,835 △2,152

 有形固定資産の売却による収入 57 245

 その他 △79 △75

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,127 △1,744
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           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △13,674 △3,453

 長期借入れによる収入 23,884 2,500

 長期借入金の返済による支出 △11,332 △4,500

 長期預り敷金保証金の返還による支出 △1,234 －

 配当金の支払額 △3 △2

 自己株式の売却による収入 0 0

 自己株式の取得による支出 △4 △5

 リース債務の返済による支出 △542 △563

 株式の発行による収入 － 2,500

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,906 △3,525

現金及び現金同等物に係る換算差額 △946 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,600 2,516

現金及び現金同等物の期首残高 5,463 2,172

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 309 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △38

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  2,172 ※１  4,649
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

 

１　連結の範囲に関する事項

(1)　連結子会社の数　18社

連結子会社の名称

東京製綱繊維ロープ㈱、東綱橋梁㈱、赤穂ロープ㈱、日本特殊合金㈱、㈱新洋、東綱商事㈱、トーコーテクノ

㈱、長崎機器㈱、㈱東綱ワイヤロープ東日本、東綱ワイヤロープ販売㈱、東京製綱海外事業投資㈱、東京製綱(常

州)有限公司、東京製綱ベトナム有限責任会社、東京製綱(常州)機械有限公司、東綱スチールコード㈱、東綱機械

㈱、東京製綱(香港)有限公司、東京製綱エンジニアリング有限会社

従来、連結子会社であった東京製綱マレーシア株式有限責任会社は清算に伴い、連結の範囲から除外しておりま

す。

(2)　主要な非連結子会社名

東京製綱テクノス㈱

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社８社の合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

 

２　持分法の適用に関する事項

(1)　持分法を適用した関連会社数　3社

会社等の名称

江蘇東綱金属製品有限公司、江蘇法爾勝纜索有限公司、KISWIRE NEPTUNE SDN.BHD

江蘇東綱金属製品有限公司、江蘇法爾勝纜索有限公司及びKISWIRE NEPTUNE SDN.BHDの決算日は12月31日であ

り、連結財務諸表を作成するに当たっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行っております。

(2)　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の主要な会社等の名称

東京製綱テクノス㈱、東洋製綱㈱

持分法を適用しない理由

非連結子会社８社及び関連会社３社については、連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社である東京製綱(常州)有限公司、東京製綱ベトナム有限責任会社、東京製綱(常州)機械有限公司、東

京製綱(香港)有限公司及び東京製綱エンジニアリング有限会社の決算日は12月31日であり、連結財務諸表を作成す

るに当たっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。なお、他の連結子会社の決算日は３月31日であります。
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４　会計処理基準に関する事項

(1)　重要な資産の評価基準及び評価方法

1)　有価証券

その他有価証券

①　時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。(評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定)

②　時価のないもの

移動平均法に基づく原価法により評価しております。

2)　たな卸資産

主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。

(2)　重要な減価償却資産の減価償却の方法

1)　有形固定資産

①　リース資産以外の有形固定資産

当社は主として定率法によっております。

賃貸資産の一部及び平成10年４月１日以降取得の建物(建物付属設備を除く)は定額法によっております。

連結子会社は主として定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３～50年

機械装置及び運搬具　　２～15年

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2)　無形固定資産

定額法によっております。ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。

(3)　繰延資産の処理方法

1)　開業費

５年で均等償却しております。

2)　株式交付費

３年で均等償却しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

1)　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

2)　賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額により計上しております。

3)　役員退職慰労引当金

役員の退任慰労金の支払に備えるため、役員退任慰労引当金規程に基づき、当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上しております。
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(5) 退職給付に係る会計処理の方法

1)　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込み額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

2)　数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法

会計基準変更時差異（269百万円）は、15年による定額法により費用処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により費用

処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。

3)　小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(6)　連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は子会社決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。

(7)　重要なヘッジ会計の方法

1)　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。但し、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を、特

例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。

2)　ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

為替予約、金利スワップ

②　ヘッジ対象

外貨建債権債務及び外貨建予定取引、借入金

3)　ヘッジ方針

外貨建金銭債務等の為替変動リスク、借入金の金利変動リスクを管理するためデリバティブ取引を導入してお

り、投機的な取引は行わない方針であります。

4)　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。

(8)　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許現金、要求払預金及び取得日から３カ月

以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わな

い短期的な投資からなっております。

(9)　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

(10)　連結納税制度の適用

当社及び一部の連結子会社は、連結納税制度を適用しております。
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(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。）を退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定

めについて当連結会計年度の期首より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の

期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更したほか、割引率の算定方法も変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計

年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま

す。　

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が39百万円減少し、利益剰余金が29百万円増加しており

ます。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。　

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

 
(未適用の会計基準等)

・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)

・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年９月13日)

・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成25年９月13日)

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号 平成25年９月13日)

・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年

９　月13日)

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号 平成25年９月13日)

(1)概要

本会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分

変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、

④暫定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものです。

(2)適用予定日

平成28年３月期の期首より適用予定です。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成28年３月期の期

首以後実施される企業結合から適用予定です。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
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(表示方法の変更)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「長期前受収益」は、金額的重要性が乏し

くなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」9百万

円、「その他」1,372百万円は、「その他」1,381百万円として組み替えております。

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「投資有価証券評価損」及び「ゴルフ会員

権評価損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示して

おります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」に表示していた「投資有価証券評価損」

19百万円、「ゴルフ会員権評価損」2百万円は、「その他」21百万円として組み替えております。

 

EDINET提出書類

東京製綱株式会社(E01378)

有価証券報告書

 65/110



 

(連結貸借対照表関係)

※１  有形固定資産の減価償却累計額

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 67,675百万円 69,124百万円
 

　

　２　受取手形割引高

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

受取手形割引高 266百万円 170百万円
 

　

　３　偶発債務

(1) 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対して、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

関係会社　江蘇法爾勝纜索有限公司の借入金
に対する債務保証

1,502百万円 780百万円

(90百万元) (40百万元)

関係会社　江蘇東綱金属製品有限公司の借入金
に対する債務保証

－百万円 975百万円

(－百万元) (50百万元)
 

　

(2) 受取手形の流動化

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

手形債権流動化に伴う遡及義務 366百万円 999百万円
 

　

※４　非連結子会社及び関連会社に対する資産

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

投資有価証券(株式) 1,427百万円 1,494百万円

投資その他(出資金) 1,409百万円 1,671百万円
 

　

※５　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

(工場財団)   

建物及び構築物 554百万円 524百万円

機械装置及び運搬具 1,159百万円 1,035百万円

土地 5,755百万円 5,755百万円

計 7,470百万円 7,315百万円

(その他)   

建物及び構築物 6,440百万円 6,484百万円

土地 13,596百万円 13,596百万円

計 20,037百万円 20,081百万円
 

　

担保付債務は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

短期借入金 10,000百万円 7,200百万円

長期借入金 22,994百万円 18,494百万円

その他(固定負債「その他」) 37百万円 27百万円

計 33,031百万円 25,721百万円
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※６　土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評

価差額金を純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資産税評価額

に、合理的な調整を行って算出

再評価を行った年月日　　平成13年３月31日及び平成14年３月31日

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)
再評価を行った土地の期末における時価と
再評価後の帳簿価格との差額

△4,559百万円 △6,107百万円
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(連結損益計算書関係)

 

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、前連結会計年度の評価損の戻入益と当連結会計年

度の評価損を相殺した結果、次のたな卸資産評価損(△は戻入益)が売上原価に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

売上原価 △158百万円 74百万円
 

 

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

役員報酬 451百万円 425百万円

従業員給料賞与及び諸手当 2,580百万円 2,512百万円

荷造・運搬費 2,142百万円 2,444百万円

減価償却費 211百万円 186百万円

貸倒引当金繰入額 50百万円 48百万円

賞与引当金繰入額 287百万円 284百万円

退職給付費用 270百万円 223百万円

役員退職慰労引当金繰入額 33百万円 36百万円
 

 

※３  一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

一般管理費 958百万円 976百万円
 

 

 

※４　事業構造改革費用

 

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

工場集約費用 489百万円 －百万円

スチールコード関連事業の構造改革に要した費用 213百万円 －百万円

その他 10百万円 －百万円

計 713百万円 －百万円
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(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

その他有価証券評価差額金   

 当期発生額 1,017百万円 2,216百万円

 組替調整額 △1,342百万円 △260百万円

   税効果調整前 △325百万円 1,955百万円

   税効果額 50百万円 619百万円

   その他有価証券評価差額金 △375百万円 1,336百万円

土地再評価差額金   

　税効果額 －百万円 469百万円

為替換算調整勘定   

　当期発生額 △1,493百万円 497百万円

退職給付に係る調整額   

　当期発生額 －百万円 △171百万円

　組替調整額 －百万円 357百万円

　　税効果調整前 －百万円 186百万円

　　税効果額 －百万円 68百万円

　　退職給付に係る調整額 －百万円 117百万円

持分法適用会社に対する持分相当額   

 当期発生額 413百万円 267百万円

                         その他の包括利益合計 △1,455百万円 2,689百万円
 

 

EDINET提出書類

東京製綱株式会社(E01378)

有価証券報告書

 69/110



 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式     

　普通株式(株) 162,682,420 － － 162,682,420

　　　合計　　 162,682,420 － － 162,682,420
 

　 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,477,279 29,026 4,487 17,501,818
 

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　 29,026株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の売渡しによる減少　　　　 4,487株

　 

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

　　

当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式     

　普通株式(株) 162,682,420 － － 162,682,420

　Ａ種種類株式 － 2,500 － 2,500

　　　合計 162,682,420 2,500 － 162,684,920
 

（注）Ａ種種類株式の発行済株式総数の増加2,500株は、第三者割当による新株の発行によるものであります。

 　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,501,818 30,217 2,579 17,529,456
 

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　 30,217株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の売渡しによる減少　　　　 2,579株

　　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金
の総額

1株当たり
の配当額

基準日 効力発生日

平成27年５月13日
取締役会

Ａ種種類
株式

利益剰余金 82百万円 32,917.80円
平成27年
３月31日

平成27年
６月８日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

 

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

現金及び預金勘定 2,242百万円 4,708百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △70百万円 △58百万円

現金及び現金同等物 2,172百万円 4,649百万円
 

 

　２  ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、以下のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 38百万円 245百万円
 

 

(リース取引関係)

１　ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

1)　有形固定資産

主として、鋼索鋼線関連及びスチールコード関連における生産設備(機械及び装置)であります。

②　リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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(金融商品関係)

１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用は短期的な預金等を中心に行い、資金調達については、銀行借入及び社債発行、受取

手形等の債権流動化による方針であります。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用

し、投機的な取引は行わない方針であります。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グ

ループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を四半

期ごとに把握する体制としています。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式

であり、毎月時価の残高管理を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達で

あります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部について

は、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワッ

プ)をヘッジ手段として利用することとしております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例

処理の要件を満たしている場合には、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、定期的に資金繰計画表を作

成するなどの方法により管理しております。
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２  金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照ください。）。

前連結会計年度（平成26年３月31日）

(単位：百万円)

 連結貸借対照表計上額(*) 時価　(*) 差額

(１) 現金及び預金 2,242 2,242 －

(２) 受取手形及び売掛金 17,533 17,533 －

(３) 投資有価証券    

その他有価証券 6,862 6,862 －

資産計 26,638 26,638 －

(４) 支払手形及び買掛金 (13,300) (13,300) －

(５) 短期借入金 (12,714) (12,714) －

(６) 長期借入金 (23,702) (23,718) △15

負債計 (49,717) (49,733) △15
 

（*) 負債に計上されているものについては、（　）で示しています。

 

当連結会計年度（平成27年３月31日）

(単位：百万円)

 連結貸借対照表計上額(*) 時価　(*) 差額

(１) 現金及び預金 4,708 4,708 －

(２) 受取手形及び売掛金 14,819 14,819 －

(３) 投資有価証券    

その他有価証券 8,835 8,835 －

資産計 28,364 28,364 －

(４) 支払手形及び買掛金 (11,712) (11,712) －

(５) 短期借入金 (10,196) (10,196) －

(６) 長期借入金 (20,928) (20,931) △3

負債計 (42,837) (42,841) △3
 

（*) 負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
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(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資  産

(１) 現金及び預金、並びに(２) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

(３) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

負  債

(４) 支払手形及び買掛金、並びに(５) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

(６) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて

算定する方法によっております。

 

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
（単位：百万円）

区分 平成26年３月31日 平成27年３月31日

非上場株式 1,561 1,627
 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)　有価証券及

び投資有価証券」には含めておりません。

 

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成26年３月31日）

(単位：百万円)

 
１年以内

１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

(１) 現金及び預金 2,242 － － －

(２) 受取手形及び売掛金 17,533 － － －

合計 19,775 － － －
 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日）

(単位：百万円)

 
１年以内

１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

(１) 現金及び預金 4,708 － － －

(２) 受取手形及び売掛金 14,819 － － －

合計 19,528 － － －
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(注４) 借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成26年３月31日）

(単位：百万円)

 
１年以内

１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

(５) 短期借入金 11,214 － － － － －

(６) 長期借入金 1,500 2,045 21,657 － － －

合計 12,714 2,045 21,657 － － －
 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日）

(単位：百万円)

 
１年以内

１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

(５) 短期借入金 7,821 － － － － －

(６) 長期借入金 2,375 19,460 968 166 166 166

合計 10,196 19,460 968 166 166 166
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(有価証券関係)

１  その他有価証券

前連結会計年度（平成26年３月31日）

 種類
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株式 3,560 2,316 1,244

小計 3,560 2,316 1,244

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株式 3,301 3,641 △340

小計 3,301 3,641 △340

合計  6,862 5,958 904
 

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合

には、当社グループにおける規定に従い、該当した銘柄を減損処理しております。

 

当連結会計年度（平成27年３月31日）

 種類
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株式 7,829 4,846 2,982

小計 7,829 4,846 2,982

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株式 1,006 1,128 △122

小計 1,006 1,128 △122

合計  8,835 5,975 2,860
 

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合

には、当社グループにおける規定に従い、該当した銘柄を減損処理しております。

 

２  連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 2,584 1,342 ―
 

　

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 830 260 ―
 

　

３ 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、有価証券について19百万円（非連結子会社株式19百万円）減損処理を行っております。

当連結会計年度において、有価証券について24百万円（非連結子会社株式24百万円）減損処理を行っております。
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(退職給付関係)

１  採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。

当社は昭和48年８月より従来の退職金制度に上積して連合設立厚生年金基金制度を採用しておりましたが、厚生年金

基金の代行部分について、平成14年10月18日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受け、平成16年１月１

日に過去分返上の認可を受けたため、平成16年１月１日より厚生年金基金制度から確定給付型年金制度へ移行してお

ります。また、平成27年３月31日現在の連結子会社18社のうち、７社が確定給付企業年金制度を採用しております。

なお、従業員の退職等に際して退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を

支払う場合があります。

　

２．確定給付制度（簡便法を適用した制度を除く。）

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
 至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
 至　平成27年３月31日)

退職給付債務の期首残高 13,413百万円 12,315百万円

会計方針の変更による累積的影響額 ―百万円 △39百万円

会計方針の変更を反映した期首残高 13,413百万円 12,276百万円

勤務費用 349百万円 392百万円

利息費用 213百万円 85百万円

数理計算上の差異の発生額 △221百万円 785百万円

退職給付の支払額 △1,439百万円 △1,153百万円

退職給付債務の期末残高 12,315百万円 12,387百万円
 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
 至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
 至　平成27年３月31日)

年金資産の期首残高 6,558百万円 6,540百万円

期待運用収益 262百万円 264百万円

数理計算上の差異の発生額 146百万円 634百万円

事業主からの拠出額 435百万円 432百万円

退職給付の支払額 △863百万円 △799百万円

年金資産の期末残高 6,540百万円 7,072百万円
 

　

(3) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
 至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
 至　平成27年３月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 566百万円 568百万円

退職給付費用 71百万円 57百万円

退職給付の支払額 △69百万円 △23百万円

退職給付に係る負債の期末残高 568百万円 602百万円
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(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 8,646百万円 8,558百万円

年金資産 △6,540百万円 △7,072百万円

 2,106百万円 1,486百万円

非積立型制度の退職給付債務 4,237百万円 4,431百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 6,343百万円 5,917百万円

退職給付に係る負債 6,481百万円 6,027百万円

退職給付に係る資産 △138百万円 △109百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 6,343百万円 5,917百万円
 

 （注）簡便法を適用した制度を含みます。

 

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
 至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
 至　平成27年３月31日)

勤務費用 349百万円 392百万円

利息費用 213百万円 85百万円

期待運用収益 △262百万円 △264百万円

数理計算上の差異の費用処理額 447百万円 265百万円

過去勤務費用の費用処理額 △168百万円 △168百万円

会計基準変更時差異の費用処理額 269百万円 267百万円

簡便法で計算した退職給付費用 71百万円 57百万円

確定給付制度に係る退職給付費用 917百万円 635百万円
 

　

(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
 至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
 至　平成27年３月31日)

過去勤務費用 ―百万円 △168百万円

数理計算上の差異 ―百万円 355百万円

合計 ―百万円 186百万円
 

 
(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

未認識過去勤務費用 △429百万円 △260百万円

未認識数理計算上の差異 2,426百万円 2,340百万円

会計基準変更時差異 269百万円 ―百万円

合計 2,266百万円 2,080百万円
 

　

EDINET提出書類

東京製綱株式会社(E01378)

有価証券報告書

 78/110



 

(8) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

債券 70% 69% 

株式 29% 29% 

その他 1% 2% 

合計 100% 100% 
 

　

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表している。）

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
 至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
 至　平成27年３月31日)

割引率 1.6% 0.7% 

長期期待運用収益率 4.0% 4.0% 
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(税効果会計関係)

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

（繰延税金資産）   

　①流動資産   

　　賞与引当金 293百万円 326百万円

　　事業構造改革費用 607百万円 204百万円

　　その他 251百万円 295百万円

　　小計 1,152百万円 826百万円

　　評価性引当額 －百万円 △63百万円

　　計 1,152百万円 762百万円

   

　②固定資産   

　　退職給付に係る負債 1,838百万円 1,748百万円

　　土地等に係る未実現利益 141百万円 141百万円

　　投資有価証券評価損 15百万円 15百万円

　　繰越欠損金 5,925百万円 1,890百万円

　　事業構造改革費用 2,172百万円 2,137百万円

　　その他 917百万円 907百万円

　　繰延税金負債(固定)との相殺 △386百万円 △1,006百万円

　　小計 10,623百万円 5,835百万円

　　評価性引当額 △7,800百万円 △3,812百万円

　　計 2,823百万円 2,022百万円

　繰延税金資産合計 3,975百万円 2,785百万円

   

（繰延税金負債）   

　固定負債   

　　土地圧縮積立金 △79百万円 △79百万円

　　その他有価証券評価差額 △307百万円 △926百万円

　　繰延税金資産(固定)との相殺 386百万円 1,006百万円

　繰延税金負債合計 －百万円 －百万円

差引 繰延税金資産純額 3,975百万円 2,785百万円

   

　再評価に係る繰延税金負債 △5,326百万円 △4,856百万円
 

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

法定実効税率 37.82％ 35.44％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.36％ 1.01％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.05％ △0.23％

住民税均等割 1.00％ 0.78％

評価性引当額等の増減 △62.65％ △52.46％

海外子会社等税率差異 3.25％ △0.31％

その他 6.27％ 32.16％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △15.00％ 16.39％
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３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年

法律第２号）が平成27年３月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

（ただし、平成27年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.44％か

ら、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年４月１日から平成28年３月31日までのものは33.06％、平成28年４月１

日以降のものについては32.30％にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が133百万円減少し、当連結会計年度に計上

された法人税等調整額が181百万円、その他有価証券評価差額金が72百万円、それぞれ増加し、退職給付に係る調整累

計額が24百万円減少しております。

また、再評価に係る繰延税金負債は469百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

 

(資産除去債務関係)

当該事項は、重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

(賃貸等不動産関係)

当社及び一部の子会社では、大阪府及びその他の地域において、賃貸用の商業施設（土地を含む）他を有しておりま

す。

前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は328百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上

原価に計上）であります。

当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は△33百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売

上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

連結貸借対照表計上額

期首残高 12,827 12,406

期中増減額 △420 △139

期末残高 12,406 12,266

期末時価 9,400 8,987
 

(注) １  連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２ 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、固定資産の取得147百万円であり、主な減少は、建物等

の減価償却費383百万円及び賃貸から自社使用による用途変更197百万円であります。

当連結会計年度の前連結会計年度の主な増加は、固定資産の取得307百万円であり、主な減少は、建物等の

減価償却費421百万円であります。

３  賃貸等不動産の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による評価額、重要性が乏しい物件は固

定資産税評価額に基づいております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本社に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社は事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「鋼索鋼線関連」、「ス

チールコード関連」、「開発製品関連」及び「不動産関連」の４つを報告セグメントとしております。

事業区分 主要製品

鋼索鋼線関連 ワイヤロープ、各種ワイヤ製品、繊維ロープ、網

スチールコード関連 タイヤ用スチールコード、ソーワイヤ、ワイヤソー

開発製品関連 道路安全施設、長大橋用ケーブル、橋梁の設計・施工、金属繊維

不動産関連 不動産賃貸
 

 

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。

「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更したこ

とに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の各セグメント利益に与える影響は軽微であります。
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

 

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務
諸表
計上額

鋼索鋼線
関連

スチール
コード
関連

開発製品
関連

不動産
関連

計

売上高          

 外部顧客への売上高 28,445 16,653 15,302 1,185 61,586 9,278 70,865 ― 70,865

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

245 190 289 ― 725 1,129 1,854 △1,854 ―

計 28,690 16,844 15,592 1,185 62,312 10,407 72,720 △1,854 70,865

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

2,041 △917 1,521 319 2,964 424 3,389 ― 3,389

セグメント資産 40,081 14,270 15,781 9,967 80,100 5,108 85,209 1,729 86,938

その他の項目       
 

  

  減価償却費 1,023 51 208 345 1,628 165 1,793 ― 1,793

  持分法適用会社への
  投資額

1,261 ― 1,363 ― 2,625 ― 2,625 ― 2,625

  有形固定資産及び
 無形固定資産の
増加額

2,805 99 70 168 3,142 83 3,226 ― 3,226

 

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機械事業、粉末冶金事業及び

石油事業を含んでおります。

２　調整額は以下のとおりであります。

セグメント資産の調整額1,729百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産2,008百万円が含ま

れております。全社資産の金額は、当社での余資運用資金(現金預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であり

ます。
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当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務
諸表
計上額

鋼索鋼線
関連

スチール
コード
関連

開発製品
関連

不動産
関連

計

売上高          

 外部顧客への売上高 28,100 15,090 19,789 1,143 64,124 9,191 73,315 ― 73,315

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

232 97 325 ― 654 1,070 1,724 △1,724 ―

計 28,332 15,187 20,114 1,143 64,778 10,261 75,040 △1,724 73,315

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

1,834 582 1,075 △43 3,448 499 3,948 ― 3,948

セグメント資産 41,236 13,637 14,280 9,850 79,005 4,739 83,744 3,515 87,259

その他の項目       
 

  

  減価償却費 1,191 57 214 384 1,848 154 2,002 ― 2,002

  持分法適用会社への
  投資額

1,328 ― 1,651 ― 2,979 ― 2,979 ― 2,979

  有形固定資産及び
 無形固定資産の
増加額

1,604 233 327 600 2,766 123 2,890 ― 2,890

 

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機械事業、粉末冶金事業及び

石油事業を含んでおります。

２　調整額は以下のとおりであります。

セグメント資産の調整額3,515百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産3,893百万円が含ま

れております。全社資産の金額は、当社での余資運用資金(現金預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であり

ます。
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【関連情報】

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１  製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本 中国 その他 合計

60,648 5,381 4,834 70,865
 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本 ベトナム その他 合計

32,775 4,016 25 36,817
 

 

３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

 

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

１  製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本 中国 その他 合計

58,436 5,212 9,666 73,315
 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本 ベトナム その他 合計

32,977 4,827 48 37,853
 

 

３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

鋼索鋼線関連において平成25年５月７日を効力発生日として㈱東綱ワイヤロープ東日本の株式を取得致しまし

た。それに伴い当連結会計年度において、22百万円の負ののれんの発生益を計上しております。

 

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

種類
会社等の名称
または氏名

所在地

資本金
または
出資金

 

事業の内容
または職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連会社
江蘇法爾
勝纜索
有限公司

中国江蘇省
江陰市

８百万
米ドル

橋梁ケーブル
等の製造販売

所有
直接
40.0%

債務保証
債務保証
(注)１

1,502 ― ―

 

(注) 銀行借り入れにつき、債務保証を行ったものであります。

 

当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

種類
会社等の名称
または氏名

所在地

資本金
または
出資金

 

事業の内容
または職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連会社
江蘇法爾
勝纜索
有限公司

中国江蘇省
江陰市

８百万
米ドル

橋梁ケーブル
等の製造販売

所有
直接
40.0%

債務保証
債務保証
(注)１

780 ― ―

関連会社
江蘇東綱
金属製品
有限公司

中国江蘇省
江陰市

11百万
米ドル

橋梁ワイヤ等
の製造販売

所有
直接
40.0%

債務保証
債務保証
(注)１

975 ― ―

 

(注) 銀行借り入れにつき、債務保証を行ったものであります。
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 77.32円 121.80円

１株当たり当期純利益金額 32.70円 25.76円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 －円 24.07円
 

(注) １ 前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　　 ２　「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過

的な取扱いに従っております。

この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、0.20円増加しております。また、１株当たり当期純利

益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に与える影響は軽微であります

　　 ３　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

(1) １株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額(百万円) 4,747 3,822

普通株主に帰属しない金額(百万円) － 82

(うち優先配当額(百万円)) (－) (82)

普通株式に係る当期純利益金額(百万円) 4,747 3,739

普通株式の期中平均株式数(株) 145,195,929 145,169,464

   

(2)潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額(百万円) － 82

(うち優先配当額(百万円)） (－) (82)

普通株式増加数(株) － 13,626,884

(うち優先株式数(株)） (－) (13,626,884)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

－ －
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(重要な後発事象)

１．Ａ種種類株式の取得及び消却について

当社は、平成27年５月22日開催の取締役会において、更なる持続的成長及び今後の安定的な株主還元のため

に、Ａ種種類株式の全てを取得し消却することを決議いたしました。

（１）Ａ種種類株式の取得に係る事項の内容

会社法第459条第1項の規定による当社定款の定めに基づき、Ａ種種類株式の全てにつき手元資金で取得いた

します。取得に係る主な事項は以下の通りです。

① 取得する株式の種類 Ａ種種類株式

② 取得する株式の総数 2,500株

③ 株式の取得対価の内容 金銭

④ １株当たりの取得価格 1,232,172.10円

⑤ 株式の取得価格の総額 3,080,430,250円

⑥ 取得日 平成27年７月９日

⑦ 取得先
 

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業
有限責任組合

 

（２）Ａ種種類株式の消却に係る事項の内容

上記（１）によりＡ種種類株式を当社が取得することを条件とし、Ａ種種類株式の全部につき消却いたしま

す。消却に係る主な事項は以下の通りです。

① 消却する株式の種類 Ａ種種類株式

② 消却する株式の総数 2,500株（上記（１）により取得するＡ種種類株式の全部）

③ 消却予定日 平成27年７月９日
 

 

２．自己株式の処分について

当社は、平成27年６月５日開催の取締役会において、新中期経営計画「TCT－Focus 2020」の成長戦略の策定及

びその実行を支える財務基盤の構築と成長資金調達の必要性から、当社が保有する自己株式を活用すべく、公募

及び第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議いたしました。

当該決議に基づく自己株式の処分の内容は以下のとおりであります。

（１）公募による自己株式の処分

① 株式の種類 普通株式　

② 株式の数 15,220,000株

③ 処分価格 3,059百万円

④ 払込金額 2,932百万円

⑤ 申込期間 平成27年６月16日から平成27年６月17日

⑥ 払込期日 平成27年６月22日

⑦ 受渡期日 平成27年６月23日
 

（２）第三者割当による自己株式の処分

① 株式の種類 普通株式

② 割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

③ 払込金額 １株当たり192.68円

④ 割当株式数 未定（上限　2,280,000株）

⑤ 払込期日 平成27年７月23日
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 11,214 7,821 0.91 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,500 2,375 1.19 －

１年以内に返済予定のリース債務 547 325 － －

長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。）

23,702 20,928 2.53 平成28年～平成31年

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）

1,082 741 － 平成28年～平成32年

その他有利子負債 － － － －

合計 38,047 32,192 － －
 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ後の固定金利を適用して記載しております。

３　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

４　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額

は以下のとおりであります。

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 19,460 968 166 166

リース債務 648 65 26 0
 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度

末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 14,688百万円 34,106百万円 53,532百万円 73,315百万円

税金等調整前四半期(当期)
純利益金額

604百万円 1,987百万円 3,740百万円 4,599百万円

四半期(当期)純利益金額 414百万円 1,860百万円 3,495百万円 3,822百万円

１株当たり四半期(当期)純
利益金額

2.86円 12.64円 23.70円 25.76円
 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額 2.86円 9.78円 11.07円 2.06円
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,368 3,094

  受取手形 ※４  1,884 ※４  1,393

  売掛金 ※４  9,100 ※４  7,066

  たな卸資産 ※１  7,936 ※１  6,296

  繰延税金資産 845 472

  短期貸付金 ※４  7,603 ※４  4,352

  その他 ※４  3,666 ※４  3,166

  貸倒引当金 △188 △148

  流動資産合計 32,217 25,693

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※２  7,729 ※２  7,630

   機械及び装置 ※２  2,540 ※２  2,679

   土地 ※２  19,604 ※２  19,561

   リース資産 931 577

   建設仮勘定 36 393

   その他 198 193

   有形固定資産合計 31,041 31,036

  無形固定資産 124 107

  投資その他の資産   

   投資有価証券 6,473 8,039

   関係会社株式 3,451 4,681

   関係会社出資金 1,898 1,873

   長期貸付金 ※４  3,381 ※４  4,892

   繰延税金資産 1,641 1,059

   その他 ※４  1,962 ※４  2,025

   貸倒引当金 △1,259 △1,403

   投資その他の資産合計 17,549 21,168

  固定資産合計 48,715 52,311

 資産合計 80,932 78,005
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※４  38 ※４  484

  買掛金 ※４  12,826 ※４  10,756

  短期借入金 ※２,※４  13,917 ※２,※４  9,568

  賞与引当金 379 366

  その他 ※４  5,129 ※４  5,069

  流動負債合計 32,292 26,246

 固定負債   

  長期借入金 ※２  22,994 ※２  20,627

  リース債務 1,061 734

  退職給付引当金 1,965 1,881

  関係会社事業損失引当金 7,573 3,772

  再評価に係る繰延税金負債 5,303 4,833

  資産除去債務 520 518

  その他 ※２  845 ※２  719

  固定負債合計 40,264 33,087

 負債合計 72,556 59,333

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 15,074 1,000

  資本剰余金   

   資本準備金 5,539 250

   その他資本剰余金 3,034 3,531

   資本剰余金合計 8,574 3,781

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △21,366 6,255

   利益剰余金合計 △21,366 6,255

  自己株式 △3,276 △3,281

  株主資本合計 △994 7,755

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 531 1,608

  土地再評価差額金 8,839 9,309

  評価・換算差額等合計 9,370 10,917

 純資産合計 8,375 18,672

負債純資産合計 80,932 78,005
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②【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当事業年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

売上高 ※２  44,357 ※２  46,557

売上原価 ※２  36,951 ※２  39,288

売上総利益 7,406 7,268

販売費及び一般管理費 ※１  5,473 ※１  5,780

営業利益 1,933 1,487

営業外収益   

 受取利息及び配当金 ※２  763 ※２  3,918

 固定資産賃貸料 ※２  450 ※２  456

 為替差益 273 1,149

 その他 ※２  84 ※２  278

 営業外収益合計 1,571 5,803

営業外費用   

 支払利息 ※２  763 ※２  677

 資金調達費用 592 150

 関係会社事業損失引当金繰入額 － 424

 その他 ※２  395 ※２  653

 営業外費用合計 1,750 1,905

経常利益 1,753 5,385

特別利益   

 投資有価証券売却益 1,342 260

 関係会社清算益 － 646

 その他 － 8

 特別利益合計 1,342 915

特別損失   

 関係会社事業損失 2,259 －

 事業構造改革費用 622 －

 関係会社株式評価損 19 24

 その他 2 12

 特別損失合計 2,903 36

税引前当期純利益 191 6,263

法人税、住民税及び事業税 △258 △391

法人税等調整額 △966 458

法人税等合計 △1,224 66

当期純利益 1,416 6,197
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 15,074 5,539 3,035 8,574 △22,783 △22,783 △3,272 △2,407

会計方針の変更によ

る累積的影響額
   ―    ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,074 5,539 3,035 8,574 △22,783 △22,783 △3,272 △2,407

当期変動額         

剰余金の配当    ―    ―

当期純利益    ― 1,416 1,416  1,416

自己株式の取得    ―   △4 △4

自己株式の処分   △0 △0   0 0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   ―    ―

当期変動額合計 ― ― △0 △0 1,416 1,416 △3 1,412

当期末残高 15,074 5,539 3,034 8,574 △21,366 △21,366 △3,276 △994
 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証

券評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 1,003 8,839 9,842 7,434

会計方針の変更によ

る累積的影響額
   ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,003 8,839 9,842 7,434

当期変動額     

剰余金の配当    ―

当期純利益    1,416

自己株式の取得    △4

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△471 ― △471 △471

当期変動額合計 △471 ― △471 941

当期末残高 531 8,839 9,370 8,375
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 当事業年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰 越 利 益

剰余金

当期首残高 15,074 5,539 3,034 8,574 △21,366 △21,366 △3,276 △994

会計方針の変更によ

る累積的影響額
   ― 58 58  58

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,074 5,539 3,034 8,574 △21,308 △21,308 △3,276 △936

当期変動額         

新株の発行 1,250 1,250  1,250    2,500

剰余金の配当    ―    ―

減資 △15,324  15,324 15,324    ―

準備金から剰余金へ

の振替
 △6,539 6,539 ―    ―

欠損填補   △21,366 △21,366 21,366 21,366  ―

当期純利益    ― 6,197 6,197  6,197

自己株式の取得    ―   △5 △5

自己株式の処分   △0 △0   0 0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   ―    ―

当期変動額合計 △14,074 △5,289 496 △4,792 27,563 27,563 △5 8,691

当期末残高 1,000 250 3,531 3,781 6,255 6,255 △3,281 7,755
 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証

券評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 531 8,839 9,370 8,375

会計方針の変更によ

る累積的影響額
  ― 58

会計方針の変更を反映

した当期首残高
531 8,839 9,370 8,434

当期変動額     

新株の発行    2,500

剰余金の配当    ―

減資    ―

準備金から剰余金へ

の振替
   ―

欠損填補    ―

当期純利益    6,197

自己株式の取得    △5

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

1,076 469 1,546 1,546

当期変動額合計 1,076 469 1,546 10,238

当期末残高 1,608 9,309 10,917 18,672
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法によっております。

(2) その他有価証券

① 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定)

② 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法によっております。

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

① リース資産以外の有形固定資産

主として定率法によっております。

賃貸資産の一部及び平成10年４月１日以降取得の建物(建物付属設備を除く)は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　３～50年

機械装置　２～15年

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

ただしソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

４　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定

基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により費用処理

しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業の損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
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５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。但し、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を、特例処

理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

① ヘッジ手段

為替予約、金利スワップ

② ヘッジ対象

外貨建債権債務及び外貨建予定取引、借入金

(3) ヘッジ方針

外貨建金銭債務等の為替変動リスク、借入金の金利変動リスクを管理するためデリバティブ取引を導入しており、

投機的な取引は行わない方針であります。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。

６　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

７　連結納税制度の適用

　当社は連結納税制度を適用しております。

８　退職給付に係る会計処理

未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務

諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

　

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日）を当事

業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基

準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法も変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度

の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が77百万円減少し、利益剰余金が58百万円増加しております。ま

た、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

なお、当事業年度の１株当たり純資産額は、0.40円増加しております。また、当事業年度の１株当たり当期純利

益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に与える影響は軽微であります。

 
(表示方法の変更)

(貸借対照表)

長期前受収益の表示方法は、従来、貸借対照表上、「固定負債」の「長期前受収益」（前事業年度９百万円）

として表示しておりましたが、重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「その他」（当事業年度719百万

円）に含めて表示しております。
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(貸借対照表関係)

※１ たな卸資産の内訳

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

商品及び製品 3,681百万円 3,179百万円

仕掛品 2,238百万円 1,385百万円

原材料及び貯蔵品 2,016百万円 1,730百万円
 

 

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

有形固定資産 27,339百万円 27,230百万円
 

 

担保付債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

短期借入金 10,000百万円 7,200百万円

長期借入金 22,994百万円 18,494百万円

固定負債「その他」 37百万円 27百万円
 

 

　３　偶発債務

(1) 保証債務

下記の会社の金融機関等からの借入等に対して、債務保証を行っております。

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)
子会社 東京製綱ベトナム有限責任会社の
借入金に対する債務保証

1,103百万円 2,129百万円

 （10百万米ドル) （17百万米ドル)

関連会社 江蘇法爾勝纜索有限公司の
借入金に対する債務保証

1,502百万円 780百万円

 （90百万元） （40百万元）

関連会社 江蘇東綱金属製品有限公司の
借入金に対する債務保証

－百万円 975百万円

 （－百万元） （50百万元）

子会社 東京製綱ベトナム有限責任会社の
リース債務に対する債務保証

797百万円 875百万円

 （7百万米ドル) （7百万米ドル)

子会社 東綱ワイヤロープ販売㈱の不動産賃貸借契
約に対する債務保証

7百万円 3百万円
 

 

(2) 受取手形の流動化

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

手形債権流動化に伴う遡及義務 366百万円 999百万円
 

 

※４ 関係会社に対する資産及び負債

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

短期金銭債権 11,550百万円 7,618百万円

長期金銭債権 3,840百万円 5,357百万円

短期金銭債務 6,626百万円 6,216百万円
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(損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

役員報酬 241百万円 213百万円

従業員給料賞与及び諸手当 1,378百万円 1,334百万円

荷造・運搬費 1,090百万円 1,449百万円

減価償却費 138百万円 114百万円

賞与引当金繰入額 215百万円 198百万円

退職給付費用 166百万円 140百万円
 

　

おおよその割合

販売費 21％ 26％

一般管理費 79％ 74％
 

 
※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

売上高 5,245百万円 2,277百万円

仕入高 13,896百万円 13,050百万円

営業取引以外の取引高 1,079百万円 3,974百万円
 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及

び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおり

です。

 前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

子会社株式 2,301百万円 3,531百万円

関連会社株式 1,150百万円 1,150百万円
 

 

EDINET提出書類

東京製綱株式会社(E01378)

有価証券報告書

 99/110



 

(税効果会計関係)

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

（繰延税金資産）   

　①流動資産   

　　賞与引当金 134百万円 140百万円

　　事業構造改革費用 579百万円 204百万円

　　その他 132百万円 165百万円

　　小計 845百万円 510百万円

　　評価性引当額 －百万円 △38百万円

　　計 845百万円 472百万円

   

　②固定資産   

　　退職給付引当金 696百万円 607百万円

　　関係会社株式評価損 3,508百万円 3,522百万円

　　繰越欠損金 1,353百万円 1,760百万円

　　事業構造改革費用 2,095百万円 2,052百万円

　　関係会社事業損失 3,748百万円 1,218百万円

　　その他 1,092百万円 826百万円

　　繰延税金負債(固定)との相殺 △271百万円 △747百万円

　　小計 12,224百万円 9,239百万円

　　評価性引当額 △10,583百万円 △8,179百万円

　　計 1,641百万円 1,059百万円

　繰延税金資産合計 2,486百万円 1,532百万円

   

(繰延税金負債)   

　固定負債   

　　その他有価証券評価差額金 △271百万円 △747百万円

　　繰延税金資産(固定)との相殺 271百万円 747百万円

　繰延税金負債合計 －百万円 －百万円

差引 繰延税金資産純額 2,486百万円 1,532百万円

   

　再評価に係る繰延税金負債 △5,303百万円 △4,833百万円
 

　

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主な項目別の内訳

 前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

法定実効税率 37.82％ 35.44％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 18.32％ 0.43％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △58.70％ △19.39％

住民税均等割 15.77％ 0.42％

評価性引当金等 △704.16％ △37.76％

その他 52.02％ 21.93％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △638.94％ 1.07％
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３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年

法律第２号）が平成27年３月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（た

だし、平成27年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.44％から、回収又

は支払が見込まれる期間が平成27年４月１日から平成28年３月31日までのものは33.06％、平成28年４月１日以降のも

のについては32.30％にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が41百万円減少し、当事業年度に計上され

た法人税等調整額が113百万円、その他有価証券評価差額金が72百万円、それぞれ増加しております。

また、再評価に係る繰延税金負債は469百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。
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(重要な後発事象)

１．Ａ種種類株式の取得及び消却について

当社は、平成27年５月22日開催の取締役会において、更なる持続的成長及び今後の安定的な株主還元のため

に、Ａ種種類株式の全てを取得し消却することを決議いたしました。

（１）Ａ種種類株式の取得に係る事項の内容

会社法第459条第1項の規定による当社定款の定めに基づき、Ａ種種類株式の全てにつき手元資金で取得いた

します。取得に係る主な事項は以下の通りです。

① 取得する株式の種類 Ａ種種類株式

② 取得する株式の総数 2,500株

③ 株式の取得対価の内容 金銭

④ １株当たりの取得価格 1,232,172.10円

⑤ 株式の取得価格の総額 3,080,430,250円

⑥ 取得日 平成27年７月９日

⑦ 取得先
 

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業
有限責任組合

 

（２）Ａ種種類株式の消却に係る事項の内容

上記（１）によりＡ種種類株式を当社が取得することを条件とし、Ａ種種類株式の全部につき消却いたしま

す。消却に係る主な事項は以下の通りです。

① 消却する株式の種類 Ａ種種類株式

② 消却する株式の総数 2,500株（上記（１）により取得するＡ種種類株式の全部）

③ 消却予定日 平成27年７月９日
 

 

２．自己株式の処分について

当社は、平成27年６月５日開催の取締役会において、新中期経営計画「TCT－Focus 2020」の成長戦略の策定及

びその実行を支える財務基盤の構築と成長資金調達の必要性から、当社が保有する自己株式を活用すべく、公募

及び第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議いたしました。

当該決議に基づく自己株式の処分の内容は以下のとおりであります。

（１）公募による自己株式の処分

① 株式の種類 普通株式　

② 株式の数 15,220,000株

③ 処分価格 3,059百万円

④ 払込金額 2,932百万円

⑤ 申込期間 平成27年６月16日から平成27年６月17日

⑥ 払込期日 平成27年６月22日

⑦ 受渡期日 平成27年６月23日
 

（２）第三者割当による自己株式の処分

① 株式の種類 普通株式

② 割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

③ 払込金額 １株当たり192.68円

④ 割当株式数 未定（上限　2,280,000株）

⑤ 払込期日 平成27年７月23日
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

区分 資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

有
形
固
定
資
産

　建物及び構築物 7,729 476 0 575 7,630 16,309

　機械及び装置 2,540 503 4 359 2,679 36,558

　車両運搬具 4 4 0 1 6 175

　工具、器具及び備品 193 71 2 76 186 1,942

 (14,142)    (14,142)  

　土地 19,604 - 43 - 19,561 -

　リース資産 931 - 252 101 577 434

　建設仮勘定 36 1,417 1,059 - 393 -

計 31,041 2,473 1,362 1,114 31,036 55,419

       

無
形
固
定
資
産

　ソフトウェア 89 34 - 47 77  

　その他 34 - - 4 29  

計 124 34 - 52 107  

       

投資

その

他の

資産

長期前払費用 33 41 - 36 38  

       

 

(注) １　(　)内は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る

土地再評価差額金であります。

 
　　 ２　当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物及び構築物 本社 不動産賃貸関連設備 307百万円

 土浦工場 鋼索鋼線製造設備 126百万円

機械及び装置 土浦工場 鋼索鋼線製造設備 259百万円

 堺工場 鋼索鋼線製造設備 131百万円
 

 

　 　３　当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

土地 本社 不動産賃貸関連設備 41百万円

リース資産 土浦工場 鋼索鋼線製造設備 172百万円

 堺工場 鋼索鋼線製造設備 79百万円
 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 1,447 165 60 1,551

賞与引当金 379 366 379 366

関係会社事業損失引当金 7,573 － 3,801 3,772
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 普通株式1,000株、Ａ種種類株式１株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内１丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内１丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

　　取次所 －

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、やむを得ない理由により電子公告を
することが出来ないときは、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。
　http://www.tokyorope.co.jp/

株主に対する特典 なし
 

(注)　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

　　　　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第215期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)　平成26年６月27日関東財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書

事業年度　第215期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)　平成26年６月27日関東財務局長に提出。

 

(3) 四半期報告書及び確認書

第216期第１四半期(自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)　平成26年８月11日関東財務局長に提出。

第216期第２四半期(自　平成26年７月１日　至　平成26年９月30日)　平成26年11月12日関東財務局長に提出。

第216期第３四半期(自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日)　平成27年２月10日関東財務局長に提出。

 

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく

臨時報告書

平成26年６月30日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書

平成27年５月13日関東財務局長に提出。

 

(5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

　 事業年度　第214期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)　平成26年６月23日関東財務局長に提出。

　 事業年度　第215期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)　平成27年６月５日関東財務局長に提出。

 
(6) 発行登録書（株券、社債券等）及びその添付書類

平成27年５月22日関東財務局長に提出。

 
(7) 訂正発行登録書及びその添付書類

　 平成27年６月５日関東財務局長に提出

　 

(8) 有価証券届出書及びその添付書類

第三者割当による自己株式の処分の有価証券届出書　平成27年６月５日関東財務局長に提出

 
(9) 発行登録書追補書類（株券、社債券等）

平成27年６月15日関東財務局長に提出

 
(10)有価証券届出書の訂正届出書

　 第三者割当による自己株式の処分の有価証券届出書の訂正届出書　平成27年６月15日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

平成27年６月26日

東京製綱株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　廿　　楽　　眞　　明　　㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　村　　山　　　　孝　　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる東京製綱株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東

京製綱株式会社及び連結子会社の平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
強調事項

１．重要な後発事象に記載されている通り、会社は平成２７年５月２２日開催の取締役会において、Ａ種種類株式の

取得及び消却を決議している。

２．重要な後発事象に記載されている通り、会社は平成２７年６月５日開催の取締役会において、公募及び第三者割

当による自己株式の処分を行うことを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東京製綱株式会社の平成27年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、東京製綱株式会社が平成27年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

出会社)が別途保管しております。

２  連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

平成27年６月26日

東京製綱株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　廿　　楽　　眞　　明　　㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　村　　山　　　 孝  　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる東京製綱株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第216期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京製

綱株式会社の平成27年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

強調事項

１．重要な後発事象に記載されている通り、会社は平成２７年５月２２日開催の取締役会において、Ａ種種類株式の

取得及び消却を決議している。

２．重要な後発事象に記載されている通り、会社は平成２７年６月５日開催の取締役会において、公募及び第三者割

当による自己株式の処分を行うことを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

出会社)が別途保管しております。

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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